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第１章 様式の作成に係る解説 

 
はじめに 

解説編には、様式の作成に当たって必要な解説が記載されています。様式の作成で不明な点

等があった場合は、該当する箇所を適宜参照下さい。 

 
（１）様式編と解説編の該当箇所 

様式編には、解説編の該当箇所がオレンジ色の囲みで示されています。様式編作成時に不

明な点があった場合には、解説編の該当箇所を参照下さい。 

 

（２）様式の記入 

様式編では、記入する箇所を桃色の空欄で示しています。 

電子ファイルで避難確保計画を作成する場合は、桃色のセルをクリックして記入下さい。 

紙の様式で避難確保計画を作成する場合は、桃色の空欄に手書きで記入下さい。 

 
 

図 1 様式編と解説編の関係、記入する箇所 

 
（３）様式の印刷 

様式編の電子ファイルは、メニューバー「ファイル」⇒「印刷」で印刷できます。 

※パソコンの環境やエクセルのバージョンによって、印刷範囲がずれることがあります。 
印刷プレビューで印刷範囲を確認してから、印刷してください。 

  

　対象災害：水害（洪水）

このエクセルファイルの使い方
作業シートの必要な項目を記入してください。
記入する場所は桃色の空欄で示しています。
様式２は対象となる災害のみ記入してください。
自衛水防組織を設置する場合と設置しない場合があるので、目次を参考に作成してください。
記入が終わったら、不要な行を削除してください。

年 月 作成

　　　　　　土砂災害（がけ崩れ・土石流・地すべり）

【施設名： 】 【施設名： ○○○○○ 】

記載例

社会福祉施設 社会福祉施設

避難確保計画 避難確保計画

　対象災害：水害（洪水　内水　高潮　津波）

年 ○ 月 作成○

解説編 第１章1.1（１） 対象となる災害

解説編の該当箇所を

オレンジ色の囲みで

示しています。 

記入する箇所を桃色

の空欄で示していま

す。 



 

2 

 

１．１ 表紙・目次 

表紙には、避難確保計画の対象となる災害、施設名及び計画の作成年月日を記載してくださ

い。 

 
（１）対象となる災害 

１）水害（洪水、内水、高潮、津波）の場合 

対象となる水害（洪水、内水、高潮、津波）は、市町村地域防災計画から確認できます。対

象となる水害がわからない場合は、市町村に問い合わせてください。 

 
表 1 対象となる水害 

浸水想定区域等 対象となる水害 
洪水浸水想定区域 洪水 
雨水出水浸水想定区域 内水 
高潮浸水想定区域 高潮 
津波災害警戒区域 津波 

 
２）土砂災害の場合 

土砂災害の場合、都道府県が公表している土砂災害警戒区域や市町村が作成しているハザ

ードマップ等を参考に、施設が土砂災害警戒区域に含まれているか確認してください。また、

含まれている場合には、土砂災害の発生原因となる自然現象の種類（がけ崩れ（急傾斜地の

崩壊）、土石流、地すべり）もあわせて確認してください。 

 
表 2 対象となる土砂災害を引き起こす自然現象 

区 域 対象となる土砂災害を引き起こす自然現象 
土砂災害警戒区域 がけ崩れ（急傾斜地の崩壊） 
土砂災害警戒区域 土石流 
土砂災害警戒区域 地すべり（地滑り） 

※（ ）内は、土砂災害防止法上の表記 
 

（２）対象となる災害リスクに関する情報の入手 

洪水浸水想定区域等の指定は、河川管理者、下水道管理者、海岸管理者から公表されます。 

また、土砂災害警戒区域の指定は、都道府県知事から公表されます。 

市町村のハザードマップや国土交通省ハザードマップポータルサイト等を確認することに

より、施設に関係するこれらの災害リスクを確認することができます。  
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【参考１】国土交通省ハザードマップポータルサイトを活用した災害リスクの把握 

＜１＞「重ねるハザードマップ」の活用 

国土交通省ハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマップ」では、施設の住所

を入力することで、施設周辺の洪水、津波、土砂災害、道路防災情報の４種類の災害リスク

情報を地図に重ねて表示することができます。 

「重ねるハザードマップ」で表示される災害リスク情報は表 3 のとおりです。また、災害

の種別ごとに市町村が指定する「指定緊急避難場所」を表示することができます。 

 

 

図 2 ハザードマップポータルサイトの画面 <https://disaportal.gsi.go.jp/> 

 
表 3 「重ねるハザードマップ」で表示される情報 

災害の種別 表示される災害リスク

情報 
留意点 

洪水（想定最大規模） 
洪水（計画規模） 

浸水想定区域 
浸水深（色分け表示） 

・想定最大規模の浸水継続時間及び家屋倒

壊等氾濫危険区域については、国土交通

省（国管理区間）又は都道府県（県管理河

川）から公表されている最新の情報を確

認してください。 
津波 津波災害警戒区域 

浸水深（色分け表示） 
・都道府県から公表されている最新の情報

を確認してください。 
土砂災害 土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域 
土石流危険渓流 
急傾斜地崩壊危険箇所 
地すべり危険箇所 
雪崩危険箇所 

・都道府県（砂防部局）や市町村から公表さ

れている最新の情報を確認してくださ

い。 

道路防災情報 道路冠水想定箇所 
事前通行規制区間 

・内水によって影響が及ぶ箇所の情報とな

ります。 
 

施設の住所を入力 

災害の種別等を選択 

施設のある市町

村名を入力 
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なお、「重ねるハザードマップ」では、国土交通省及び都道府県から浸水想定区域図等の

情報が公表された後、サイト上に更新が反映されるまで時間を要します。 

そのため、これら災害リスクに関する最新の情報は、国土交通省、都道府県及び市町村に

問い合わせて確認してください。 

 

 
図 3 「洪水（想定最大規模）」の表示情報（浸水深を色分け表示） 

 

 
図 4 「洪水（想定最大規模）」の表示情報（指定緊急避難場所を表示） 
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図 5 「土砂災害」の表示情報（指定緊急避難場所を表示） 

 
＜２＞「わがまちハザードマップ」の活用 

国土交通省ハザードマップポータルサイトの「わがまちハザードマップ」では、施設があ

る市町村を入力することで、各市町村が作成・公表しているハザードマップを検索・閲覧し

て、施設周辺の洪水、津波及び土砂災害等の各種災害リスクの範囲及び指定緊急避難場所等

の情報を確認することができます。 

・洪水ハザードマップ等における想定浸水深の確認 

洪水の危険性に関する情報を知る方法として、市町村が作成する洪水ハザードマップがあ

ります。地域の特性によっては、洪水以外に高潮、津波等のハザードマップが作成されてい

ます。 

洪水等のハザードマップでは、想定される浸水範囲内の浸水深が段階ごとに色別で示され

ています。したがって、ハザードマップ上で施設周辺や避難先の想定される浸水深を確認す

ることができます。避難先が浸水想定区域内にある場合は、想定される浸水深さよりも高い

位置に避難場所を設定する必要があります。例えば、想定される浸水深が 0.5m～3m 未満であ

れば２階以上の避難場所を設定する必要があります。 

なお、洪水等のハザードマップは、印刷物として配布されるとともに、市町村のホームペ

ージでも公表されています。 
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図 6 洪水ハザードマップの想定浸水深の表示 

出典：国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室「水害ハザードマップ作成の手引き」に加筆 

 
・土砂災害ハザードマップによる土砂災害警戒区域の確認 

土砂災害の危険性に関する情報を知る方法として、市町村が作成する土砂災害ハザードマ

ップがあります。市町村は、土砂災害警戒区域等の危険な区域に関する情報や避難場所・避

難経路等の土砂災害に対する避難に関する情報について、住民等へ周知することが土砂災害

防止法において義務付けられています。 

市町村が作成したハザードマップは、印刷物として配布されるとともに、市町村のホーム

ページでも公表されていますので、ハザードマップを確認し、要配慮者利用施設やその周辺

にどのような土砂災害の危険性があるのかを事前に確認することが大切です。 

                       （出典：福島市ホームページ） 

図 7 土砂災害ハザードマップの事例 
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（３）目次 

避難確保計画に記載すべき事項に関して、具体的な項目を記載してください。 

 

避難確保計画に記載すべき事項は、水防法施行規則第 16条及び土砂災害防止法施行規則第

5 条の 2 に定められており、その内容を具体的に記載することが必要です。 

要配慮者利用施設における水害・土砂災害に関する避難確保計画は、要配慮者（施設利用

者）や施設職員が、避難時に水害・土砂災害から身を守るために作成するものです。 

また、作成した避難確保計画に基づいて、安全な避難行動を確実に行うことができるよう、

防災教育や訓練を行い、要配慮者や施設職員が水害・土砂災害に関する知識を深めるととも

に、訓練等を通して課題等を抽出し、必要に応じて計画を見直していくことも重要です。な

お、要配慮者利用施設には、自衛水防組織の設置の努力義務が課せられています（水防法第

15 条の 3第 6項）。自衛水防組織とは、各施設の職員等により組織し、あらかじめ定める計

画に基づき、統括管理者の指揮のもと各構成員がそれぞれの役割に応じて、施設利用者の避

難誘導や施設への浸水防止活動を行うものです。自衛水防組織を設置する場合には、自衛水

防組織の業務に関する事項の記載もあわせて必要となりますので、自衛水防組織の有無に合

わせて、目次を作成してください。 

   記載例に、自衛水防災組織を設置する場合、自衛水防災組織を設置しない場合の目次を例

示しているので、該当するものをコピーして使用してください。 

 
図 8 目次の例（自衛水防組織を設置する場合） 

項目 様式等 ページ

1 計画の目的 様式１ 1

2 計画の報告 様式１ 1

3 計画の適用範囲 様式１ 1

4 防災体制 様式２ 2～5

5 情報収集・伝達 様式３ 6

6 避難誘導 様式４ 7

7 避難の確保を図るための施設の整備 様式５ 8

8 防災教育及び訓練の実施 様式５ 8

9 自衛水防組織の業務に関する事項 様式６ 9

10 防災教育及び訓練の年間計画 様式７ 10

11 利用者緊急連絡先一覧表 様式８ 11

12 緊急連絡網 様式９ 12

13 外部機関等の緊急連絡先一覧表 様式10 12

14 対応別避難誘導一覧表 様式11 13

- 自衛水防組織活動要領 別添 14

- 自衛水防組織の編成と任務 別表１ 15

- 自衛水防組織装備品リスト 別表２ 15

- 施設周辺の避難地図 別紙１ －

市
町
村
長
へ
の
提
出
は
不
要
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図 9 目次の例（自衛水防組織を設置しない場合） 

 

 

  

項目 様式等 ページ

1 計画の目的 様式１ 1

2 計画の報告 様式１ 1

3 計画の適用範囲 様式１ 1

4 防災体制 様式２ 2～5

5 情報収集・伝達 様式３ 6

6 避難誘導 様式４ 7

7 避難の確保を図るための施設の整備 様式５ 8

8 防災教育及び訓練の実施 様式５ 8

10 防災教育及び訓練の年間計画 様式７ 9

11 利用者緊急連絡先一覧表 様式８ 10

12 緊急連絡網 様式９ 11

13 外部機関等の緊急連絡先一覧表 様式10 11

14 対応別避難誘導一覧表 様式11 12

15 防災体制一覧表 様式12 13

- 施設周辺の避難地図 別紙１ －

市
町
村
長
へ
の
提
出
は
不
要
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１．２ 計画の目的等（様式１） 

様式１では、避難確保計画の目的及び適用範囲等について記載してください。 

 
（１）計画の目的 

要配慮者は、一般の住民より避難に多くの時間を要するため、災害が発生した場合に深刻

な被害が生じるおそれがあります。要配慮者利用施設の災害時における確実な避難の確保を

図るため、水防法第 15 条の 3 第 1 項、津波防災地域づくりに関する法律第 71 条第 1 項及び

土砂災害防止法第 8 条の 2 第 1 項では、市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定めら

れた要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要

する者が利用する施設）の所有者又は管理者に対して、避難確保計画の作成や避難訓練の実

施が義務づけられています。 

 

（２）計画の報告 

計画を作成又は必要に応じて見直し・修正したときは、水防法第 15条の 3第 2 項、津波防

災地域づくりに関する法律第 71 条第 1項及び土砂災害防止法第 8条の 2第 2 項に基づき、遅

滞なく、当該計画を市町村長に提出しなければなりません。 

○ 様式１～様式６は、市町村長に提出しなければなりません（様式６は自衛水防組織を

設置した場合）。 

○ 様式７～様式１２は個人情報等を含むため、適切に管理してください。市町村長に提

出する必要はありません。 

 
（３）施設利用者（要配慮者）の把握 

水害や土砂災害は昼夜に関わらず発生します。また、休日に発生する場合もあるので、平

日・休日、さらに昼間・夜間に分けて施設利用者数を事前に把握しておく必要があります。 

○ 施設利用者数は、時間帯や曜日によって異なるため、想定される最大の人数を平日と

休日、昼間と夜間に分けて記載します。 
○ 昼間については、通所部門と入所部門の合計人数を記載します。 
○ 夜間については、入所部門の人数を記載します。 
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（４）施設職員の把握 

豪雨時に施設利用者を安全に避難させるためには、必要な職員数を事前に把握し、施設職

員を確保する必要があります。特に夜間や休日など勤務職員の人数が少ない場合は、施設利

用者の避難支援対応が難しいため、施設周辺に住んでいる職員の参集や臨時従業員等の応援

体制を事前に検討しておく必要があります。 

○ 施設利用者数と同様に、施設職員の全人数のほか、平日・休日、さらに昼間・夜間に分

けて施設職員数を記入します。 
○ 豪雨によって水害・土砂災害が発生するおそれがある場合に、臨時従業員（パート、ア

ルバイト等）や地域住民の方々のほか、災害協定を結んでいる団体・企業など、いざと

いう時に応援要請が可能な人数を確認しておきます。 

 
（５）事前休業の判断について 

大型台風の襲来が予想され公共交通機関の計画運休が予定されている場合や、暴風、大雨、

洪水警報等の気象警報等が発表された場合、通所・通院部門を事前休業とすることが考えら

れます。様式編では、以下の文を参考に記載しています。施設の営業時間、利用者の特性等

に応じて記載してください。 

 

● 事前休業の判断について 

大型台風の襲来が予想される場合で、公共交通機関の計画運休が予定されている場合、

事前休業とする。 

午前  時の時点で、全県下又は「   」に以下のいずれかが発表されている場合は、

通院（所）部門を臨時休業とする。 

暴風警報又は特別警報 

大雨警報又は特別警報 

洪水警報       
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【事例１】警報発令時の対応を事前に定めておいたこ

とにより人的被害を回避できた事例 

岡山県立倉敷まきび支援学校は、平成 30 年 7 月豪

雨で校舎 2 階に達する浸水被害を受けましたが、事前

に定めていた規則に基づき、大雨警報が発令されてい

た 7 月 6 日（金）を臨時休業とすることで利用者が不

在で人的被害を回避することができました。 
 

出典：岡山県立倉敷まきび支援学校 WEB サイト 

http://www.makibisien.okayama-c.ed.jp/wordpress/  

保 護 者 様 

 

岡山県立倉敷まきび支援学校 

 

 

警報発令時の対応について 

 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、本校では警報発令時には、次のとおり対応しますので、ご確認をよろしくお願いいた

します。 

 

１. 登校前に警報が発令されたとき 

 

午前６時の時点で、全県下又は「倉敷市」「総社市」「高梁市」「吉備中央町」のいずれかに

「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」「暴風雪警報」及び「特別警報」のいずれ

かが発令されている場合は、臨時休業となります。 

 

２. 上記以外の場合 

 

その他の「警報」や「注意報」の場合でも危険なことが考えられます。場合によっては、学

校から連絡して休業にすることもあります。また、危険なことが予想される地域においては、

学校に連絡して登校を見合わせてください。対応についての情報は、学校メール（マ・メール）

または電話でお知らせします。 

 

３. 登校後に警報が発令されたとき 

 

スクールバスは通常通り 15 時 30 分発とし、スクールバス利用児童生徒はスクールバスで下

校します。学校に直接迎えに来られることを希望される場合は、学校に御連絡ください。 

保護者送迎による下校の児童生徒も、通常の下校時刻での下校としますが、危険が予想され

る地域においては、学校に連絡して早めの迎えをお願いします。 

授業を中止して下校した方が安全と考えられる場合は、保護者と連絡をとって早めに下校す

るようになります。迎えの時刻が変更になりますので、緊急時の連絡が取れるようにしておい

てください。 

高等部の自力通学生徒は、交通機関の乱れや運休が予想されますので、保護者と連絡をとり、

授業を早めに終えて下校するようになります。緊急時の連絡が取れるようにしておいてくださ

い。 
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１．３ 防災体制（様式２） 

様式２では、洪水時、内水時、高潮時、津波時及び土砂災害時の防災体制、体制区分ごとの

活動内容、活動要員及び確立の基準等を記載してください。 

 
（１）防災体制、活動内容及び活動要員 

台風や豪雨等により水害や土砂災害が発生するおそれがある場合は、施設において防災体

制を確立するとともに、平時から体制ごとの職員等の役割分担を設定しておく必要がありま

す。 

防災体制は、注意体制、警戒体制及び非常体制の３段階で設定します。これらの防災体制

を確立する判断基準には、気象情報、河川の洪水予報や水位到達情報、土砂災害警戒情報に

加え、施設周辺の現地情報等を活用します。 

 
① 注意体制・・・気象情報等の情報収集の段階 
② 警戒体制・・・避難の準備を行う段階及び施設利用者の避難行動を開始して完了させる

段階 
③ 非常体制・・・施設全体の避難行動を完了する段階（逃げ遅れた場合は屋内安全確保を

行う段階） 
 

表 4 防災体制ごとの活動内容と対応班・要員検討例 

施設の防災体制 活動内容 

自衛水防組織を設

置する場合（対応

班） 

自衛水防組織を設

置しない場合（対

応要員） 

注意体制確立 

（災害モード意識

に切り替える） 

気象情報及び洪水予報等の情報収

集 
総括・情報班 情報収集伝達要員 

警戒体制確立 

（準備する） 

（避難する） 

気象情報及び洪水予報等の情報収

集 
総括・情報班 情報収集伝達要員 

使用する資器材及び非常持出品等

の準備 
避難誘導班 避難誘導要員 

保護者・家族等への事前連絡 総括・情報班 情報収集伝達要員 

外来診療中止の掲示（病院の場

合） 
総括・情報班 情報収集伝達要員 

周辺住民及び協定締結企業等への

協力依頼 
総括・情報班 情報収集伝達要員 

要配慮者の避難誘導 避難誘導班 避難誘導要員 

非常体制確立 

（直ちに避難） 
施設内全体の避難誘導 避難誘導班 避難誘導要員 
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（２）防災体制確立の判断基準の設定 

対象とする災害の種別ごとに、各３段階の防災体制確立の判断基準と施設職員等の役割分

担を設定しておきましょう。 

各段階の防災体制確立の判断基準の目安になる情報は複数あります。平時からそれぞれ発

表、発令される情報の内容を理解しておき、防災体制確立の判断基準として設定しておきま

しょう。 

表 5 判断基準の目安となる情報 

判断基準の目安となる情報 主なもの 備考 

気象庁が発表する警報・注意

報 

大雨注意報・警報 

特別警報 等 

【2章 2.2～2.6】に、対象とす

る災害の種別ごとに関連して発

表される情報等を解説していま

す。 

国土交通省又は都道府県が気

象庁と共同で発表する情報 

洪水予報 

水位到達情報 

土砂災害警戒情報 等 

市区町村長が発表・発令する

情報 

避難準備・高齢者等避難開始 

避難勧告 

避難指示（緊急） 

【参考２】市町村から発表され

る避難情報（p18）で解説して

います。 

その他 地域住民や消防団からの情報  

施設周辺の状況 等 

－ 

 
※なお、当該地域の基準等を市町村があらかじめ様式２に記入して、施設管理者に配布すること

も有効です。 
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表 6 から表 11 には、対象とする災害の種別ごとに設定した体制確立の判断時期と施設の

体制の設定例を示しています。施設の防災体制を設定するときの参考としてください。 

 

表 6 洪水の場合の体制確立判断時期と施設の体制（例） 

体制確立の判断時期 施設の体制     

警戒レベル 気象庁が発表

する警報・注

意報 

国土交通省ま

たは都道府県

と気象庁が共

同で発表する

洪水予報・水

位到達情報 

市町村長等が

発表する避難

情報 

その他   情報収集伝達 避難誘導 

レベル２ 洪水注意報 ○○川（○○

地点）氾濫注

意情報 

－   注意体制確立 ・洪水予報等

の情報収集 

  

レベル３ 洪水警報 ○○川（○○

地点）氾濫警

戒情報 

避難準備・高

齢者等避難開

始 

  警戒体制確立 ・洪水予報等

の情報収集 

・保護者・家

族等への事前

連絡 

・周辺住民へ

の事前協力依

頼 

・使用する

資器材の準

備 

・要配慮者

の避難誘導 

レベル４   ○○川（○○

地点）氾濫危

険情報 

避難勧告又は

避難指示（緊

急） 

  非常体制確立   ・施設内全

体の避難誘

導 
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表 7 内水の場合の体制確立判断時期と施設の体制（例） 

体制確立の判断時期 施設の体制   

警戒レベル 気象庁が発表

する警報・注

意報 

都道府県知事

又は市町村長

が発表する水

位到達情報 

市町村長等が

発表する避難

情報 

その他  情報収集伝達 避難誘導 

レベル２ 大雨又は台風

に関する気象

情報 

大雨注意報 

   ○分間雨量が

●mm を超過 

○○ポンプ場

が排水開始 

注意体制確立 ・気象情報等

の情報収集 

  

レベル３ 大雨警報    ○分間雨量が

▲mm を超過 

警戒体制確立 ・気象情報等

の情報収集 

・保護者・家

族等への事前

連絡 

・周辺住民へ

の事前協力依

頼 

・使用する資

器材の準備 

レベル４   ○○市○○地

区内水氾濫危

険情報 

 ○○ポンプ場

が排水不能 

○分間雨量が

■mm を超過 

浸水の前兆を

確認 

非常体制確立  ・避難誘導 

 
表 8 高潮の場合の体制確立判断時期と施設の体制（例） 

体制確立の判断時期 施設の体制   

警戒レベル 気象庁が発表

する気象情報 

都道府県知事

が発表する水

位到達情報 

市町村長等が

発表する避難

情報 

その他  情報収集伝達 避難誘導 

レベル２ 高潮注意報      注意体制確立 ・気象・潮位

情報等の情報

収集 

  

レベル３ 高潮警報（当

該施設におけ

る想定される

浸水深が小さ

く、浸水継続

時間が短い場

合） 

  避難準備・高

齢者等避難開

始 

 警戒体制確立 ・気象・潮位

情報等の情報

収集 

・保護者・家

族等への事前

連絡 

・周辺住民へ

の事前協力依

頼 

・使用する資

器材の準備 

・要配慮者の

避難誘導 

レベル４ 暴風警報及び

高潮警報 

（当該施設に

おける想定さ

れる浸水深が

大きく、浸水

継続時間が長

い場合） 

高潮特別警報 

○○海岸高潮

氾濫危険情報 

避難勧告又は

避難指示（緊

急） 

 非常体制確立   ・施設内全体

の避難誘導 
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表 9 津波（津波到達時間が短い場合）の場合の体制確立判断時期と施設の体制（例） 

体制確立の判断時期 施設の体制   

気象庁が発表

する気象情報 

都道府県知事

が発表する水

位到達情報 

市町村長等が

発表する避難

情報 

その他  情報収集伝達 避難誘導 

   緊急地震速報 注意体制確立 ・津波情報等

の情報収集 

  

津波注意報    警戒体制確立 ・津波情報等

の情報収集 

・保護者・家

族等への事前

連絡 

・周辺住民へ

の事前協力依

頼 

・使用する資

器材の準備 

津波警報、津

波 特 別 警 報

（ 大 津 波 警

報） 

 避難指示（緊

急） 

危険の前兆を

確認 

非常体制確立   ・避難誘導 

※市町村による避難指示（緊急）の発令が間に合わない場合もあるため、強い揺れ又は長時間ゆっくり

とした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報等の発表や市町村長からの避難指示（緊急）の発令を待

たずに自発的かつ速やかに立ち退き避難をすることが必要です。 
 
表 10 津波（津波到達時間が長い場合）の場合の体制確立判断時期と施設の体制（例） 

体制確立の判断時期 施設の体制   

気象庁が発表

する気象情報 

都道府県知事

が発表する水

位到達情報 

市町村長等が

発表する避難

情報 

その他  情報収集伝達 避難誘導 

津波注意報     緊急地震速報 

遠地地震に関

する情報 

注意体制確立 ・津波情報等

の情報収集 

  

津波警報   避難準備・高

齢者等避難開

始 

  警戒体制確立 ・津波情報等

の情報収集 

・保護者・家

族等への事前

連絡 

・周辺住民へ

の事前協力依

頼 

・使用する資

器材の準備 

・要配慮者の

避難誘導 

津波警報 

（標高の低い

地域の場合） 

津波特別警報

（ 大 津 波 警

報） 

  避難勧告、避

難指示（緊急） 

危険の前兆を

確認 

非常体制確立   ・施設内全体

の避難誘導 
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表 11 土砂災害（がけ崩れ・土石流・地すべり）の場合の体制確立判断時期と施設の体制（例） 

体制確立の判断時期 施設の体制  

警戒レベル 気象庁が発

表する警報・

注意報 

都道府県と

気象庁が共

同で発表す

る情報 

市町村長等

が発表する

避難情報 

  情報収集伝達 

 

避難誘導 

レベル２ 大雨注意報 

 

  注意体制確立 

（避難準備の

開始） 

・気象情報等

の情報収集 

・保護者・家

族等への事前

連絡 

・周辺住民へ

の事前協力依

頼 

・使用する資

器材の準備 

 

レベル３ 大雨警報 

（土砂災

害） 

 避難準備・

高齢者等避

難開始 

警戒体制確立 

（避難行動の

開始） 

↓ 

（避難行動の

完了） 

・気象情報等

の情報収集 

・施設周辺の

情報収集 

・要配慮者の

避難誘導 

 

 

レベル４  ○○市

（町・村） 

土砂災害警

戒情報 

避難勧告 

 

 

 

 

避難指示 

（緊急） 

非常体制確立 

（逃げ遅れ対

応／緊急避

難） 

 

 

非常体制継続 

 

 ・施設内全体

の避難誘導 

・逃げ遅れた

場合の緊急避

難対応（近隣

又は施設内の

安全な場所へ

移動／屋内安

全確保） 
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【参考２】避難勧告等により立退き避難が必要な居住者等に求める行動 

 

表 12  立退き避難が必要な居住者等に求める行動 

【警戒レベル３】 

避難準備・高齢者等

避難開始 

高齢者等避難 

・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難する。 

・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情

報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始することが望まし

い。 

・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域や急激   

な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が整い次第、当該

災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き避難することが強く望まれ

る。 

【警戒レベル４】 

避難勧告 

避難指示（緊急） 

全員避難 

〇指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。 

・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避難す

る。 

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねな

いと自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」※1への避難や、少

しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」※2

を行う。 

＜市町村から避難指示（緊急）が発令された場合＞ 

〇災害が発生するおそれが極めて高い状況等となっており、緊急に避難

する。 

・指定緊急避難場所への立退き避難に限らず、「近隣の安全な場所」※1 

への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋

内安全確保」※2を行う。 

・避難指示（緊急）は、地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促

す場合などに発令されるものであり、必ず発令されるものではないこ

とに留意する。 

【警戒レベル５】 

災害発生情報 

 

災害発生 

・既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をと

る。 

・市町村が災害発生を確実に把握できるものではないため、災害が発生

した場合に、必ず発令されるものではないことに留意する。 

※1 近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等 
※2 屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動 
注 突発的な災害の場合、市町村長からの避難勧告等の発令が間に合わないこともあるため、自ら

警戒レベル相当情報等を確認し避難の必要性を判断するとともに、身の危険を感じたら躊躇な

く自発的に避難する。特に、津波について、居住者等は、津波のおそれがある地域にいるとき

や海沿いにいるときに、地震に伴う強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気

象庁の津波警報等の発表や市町村長からの避難指示（緊急）の発令を待たずに、居住者等が自

発的かつ速やかに立退き避難をすることが必要である。 
（出典：避難勧告等に関するガイドライン②（発令基準・防災体制編）（平成３１年３月内閣府

（防災担当）） 
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【参考３】危険度の高まりに応じて段階的に発表される防災気象情報とその利活用 

 

 
出典：気象庁ＨＰ「防災気象情報と警戒レベルとの対応について」 
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（３）防災体制の役割分担（活動内容と対応班、対応要員） 

１）緊急時の職員配置と参集体制 

災害発生のおそれのある時の施設職員の役割分担や、勤務時間内外の参集体制及び参集基

準を定めておく必要があります。 

統括管理者（又は管理権限者）のもと、的確な情報収集・伝達、迅速な避難行動ができる

ように、「誰が何をするのか」を明確にし、必要な業務を実施できる人員を確保しておくこ

とが重要です。昼間だけでなく、施設職員が少ない夜間等にも体制を確立できるようにして

おくことが必要です。 

  
表 13 職員の役割分担の例 

自衛水防組織を

設置する場合

（対応班） 

自衛水防組織を

設置しない場合

（対応要員） 
役割 

総括・情報班 情報収集伝達要

員 

施設管理者を支援し、各班へ必要な事項を指示する。 
テレビ、ラジオ、インターネットなどを活用した積極的な

情報収集、土砂災害の前兆現象の把握や被害情報などを

収集し、避難誘導班に必要事項を報告・伝達する。 

避難誘導班 避難誘導要員 
避難準備・高齢者等避難開始の情報が発令された場合や

土砂災害の前兆現象などを発見した場合に、利用者等を

安全な場所へ避難誘導する。 
 

表 14 参集基準の例 

 活動内容 

参集準備 

台風の接近や大雨が予想される場合は、情報収集班がテレビ、ラジオ、イ

ンターネット等を活用し、今後の雨の予想や行政機関が発表している情報

等について情報収集を行い、他の職員に情報共有し、速やかに参集できる

準備を整える。 
応援当番職員参

集 
大雨警報が発表された場合は、当直施設職員の補助として、応援職員を速

やかに参集できる準備を整える。 

全職員参集 
土砂災害警戒情報の発表や市町村から避難準備・高齢者等避難開始の情報

が発令された場合は、利用者等を避難させるため、全職員が速やかに参集

し、避難誘導を行う。 
 

表 15 参集基準ごとの判断基準と主な業務内容等の例 

 判断基準 主な業務内容 対応者 

参集準備 ・台風接近が予想される場合 
・大雨が予想される場合 

・気象情報等の情報収集 ・施設職員全員 
 

応援当番職員

参集 
・大雨警報が発表された場合 ・気象情報等の情報収集 

・避難準備 
・防災当番施設職

員 

全職員参集 

・土砂災害警戒情報が発表さ

れた場合 
・避難準備・高齢者等避難開始

等が発令された場合 

・気象情報等の情報収集 
・関係行政機関等への連

絡・通報 
・避難誘導 

・施設職員全員 
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２）緊急時の防災体制の確立の手順と体制ごとの活動内容 

以下に、施設における防災体制の確立の手順と体制ごとの活動内容の例を示します。 

注意体制 

○ 統括管理者（又は管理権限者）は、台風情報、大雨注意報及び洪水注意報等の

気象情報の発表に注意します。 
【災害モードへの切り替え】――――――――――――――――――― 
 統括管理者（又は管理権限者）及び施設職員は、注意体制確立をトリガーとし

て、心のスイッチを入れ、避難行動に備えて、気持ちを災害モードに切り替え

ます。 
 雨が徐々に強くなる中で、気象情報及び河川の水位情報等の発表等を監視しま

す。 

 

警戒体制 

○ 統括管理者（又は管理権限者）は、市町村から発令される自主避難情報、避難

準備・高齢者等避難開始等の避難情報の発令に注意します。 
○ 施設職員は、気象情報及び河川の水位情報等の監視を継続しつつ、避難の準備

を行います。 
【避難準備の開始】――――――――――――――――――――――― 
 統括管理者（又は管理権限者）（当日の責任者）は、大雨注意報や洪水注意報

等が発表された場合は、避難準備を開始するタイミングを判断し、避難の準備

を開始します。 
 統括管理者（又は管理権限者）及び施設職員は、避難の準備にあたって職員が

少ない場合は、施設周辺に住む職員に参集をかけるとともに、災害時支援者へ

の応援要請を行うなど、避難準備に必要な人員を確保します。 
 施設職員は、施設利用者の食事・入浴の時間調整や外出用衣服への着替え支援、

雨具等の準備など、避難に備えて準備を行います。 
 施設職員は、施設利用者の貴重品や衣類、薬、必要な器具など非常時持ち出し

品の確認・準備を行います。必要に応じて、保護者・家族等への事前連絡を行

い、施設利用者の引き渡しを行います。避難先など関係機関への事前連絡も忘

れずに行います。 
 避難行動開始に向けて、施設から避難場所までの避難経路に関する情報収集を

行います。 
 施設内が浸水しないように、施設入口付近に止水板や土のうを設置するなどの

対策を行います。 
【避難行動の開始】――――――――――――――――――――――― 
 避難の準備が概ね完了したら、統括管理者（又は管理権限者）（当日の責任者）

は、大雨警報、洪水警報、河川の氾濫警戒情報、土砂災害警戒情報、避難準備・

高齢者等避難開始等の発表に注意しながら、避難行動を開始するタイミングを

早め早めに判断し、避難行動を開始します。 
 施設職員は、施設利用者の特徴に応じて、避難場所まで徒歩で移動又は護送す

るケースと車で移送するケースがあります。 
＜避難場所まで徒歩で移動又は護送するケース＞ 

 施設職員は、杖を突く人や歩行器を押す人、車いすの人などを数人で支援し、

避難経路上の安全性を確認しながら、施設利用者を避難場所まで誘導します。 
＜避難場所まで車で移送するケース＞ 

 施設職員は、車いすやストレッチャーに乗っている施設利用者を慎重に福祉車

両等に乗せていきます。人数が多くて一度に移送できない場合は、数回に分け

て往復します。 
 避難場所に到着したら、施設利用者を慎重に車から降ろして要配慮者用の避難

スペースに誘導します。効率的に避難誘導を行うには、車を運転する係、施設

で車に乗せる係、避難先で車から降ろす係といった役割分担が必要です。 
【留意事項】―――――――――――――――――――――――――― 
 施設利用者を避難場所に誘導するにあたって、誘導する時間帯が夕方で日が暮

れて暗くなる場合や既に風雨が強い場合は、無理して立ち退き避難は行わず、

福祉車両だけでなく、一般車両も使用して全利用者を車で移送する、もしくは
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想定浸水深以上の上層階や土砂が到達しない場所へ避難し、屋内で安全を確保

することも有効です。 
 気象庁が発表する降水短時間予報により、深夜に豪雨が予測される場合には、

日が暮れる前に避難場所へ移動し、避難を完了することも有効です。 
 

非常体制 

○ 統括管理者（又は管理権限者）は、市町村から発令される避難勧告、避難指示

（緊急）の発令に注意します。 
○ 避難勧告又は避難指示（緊急）が発令された場合は、直ちに避難行動開始のタ

イミングを判断し、その旨を速やかに施設職員に伝達して避難行動を開始しま

す。 
【留意事項】―――――――――――――――――――――――――― 

 避難勧告が発令された段階では、風雨が強くなり、暴風や河川の水位上昇、道

路冠水など、避難経路の危険性が高まり、徒歩で避難することが難しい場合が

あります。 
 さらに、避難指示（緊急）が発令された段階では、より風雨が強くなり、河川

の水位が上昇して橋を渡ることが困難となったり、道路の冠水や土砂崩れによ

り通行不能になるなど、避難経路の安全性が確保できない場合が想定されま

す。特に夜間は視界が狭く、周辺の状況把握が難しいため、屋外の避難場所へ

避難することが困難になります。 
 このような場合は、決して無理をせず、近隣の安全な避難先に避難する、もし

くは想定浸水深以上の上層階や土砂が到達しない場所へ避難し、屋内で安全を

確保することも選択肢の１つです。 
 そのため、日頃から施設周辺の地域住民の方々とコミュニケーションをとり、

協力体制を確保しておく必要があります。 
 

３）災害の発生が予想される場合に検討すること 

 台風の接近など、あらかじめ水害・土砂災害の危険性が高まることが予想される場合は、

夜間当直施設職員の増員やデイサービスの中止のほか、病院の休院、保育園、幼稚園及び小

中学校等の休校などを検討するとともに、各施設職員の役割分担を再確認する。 
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１．４ 情報収集・伝達（様式３、様式８～様式１０） 

様式３では、防災情報の収集方法及び伝達方法等について記載してください。また、緊急連

絡網等の作成には、様式８、様式９及び様式１０を活用してください（既存の名簿等がある場

合には、それを用いても良い）。 
 
（１）情報収集 

情報収集は、水害・土砂災害に対する警戒避難体制をとるための重要な役割です。あらか

じめ、収集する情報と入手手段を確認しておきましょう。 

情報収集の担当者は、気象情報や災害情報等、テレビ、ラジオ、インターネットのほか、

ツィッター等のＳＮＳ等を活用し、積極的に情報収集することが重要です。その際、発信元

の信頼性について、留意が必要です。 

停電時には、ラジオ、タブレット、携帯電話等を活用して情報収集することになります。

これに備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄しておきましょう。 

行政機関やマスコミ等から提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路

の状況、斜面等に危険な前兆がないか等の確認を、安全に配慮して危険な場所に近づかない

よう施設内から行いましょう。 

収集した情報は、施設職員で共有しましょう。収集する主な情報は表 16のとおりです。 

 
表 16 主な情報及び収集方法 

収集する 

情報 
情報（例） 収集方法（例） 

防災気象情

報等 

気象警報、津波情報 
テレビ、ラジオ、インターネット（情報提供機関のウ

ェブサイト） 

洪水予報、水位到達情報 
市町村からのＦＡＸ、インターネット（情報提供機関

のウェブサイト）、緊急速報メール 

土砂災害警戒情報 テレビ、ラジオ、インターネット、緊急速報メール 

避難準備・高齢者等避難

開始 

避難勧告 

避難指示（緊急） 

テレビ、ラジオ、インターネット（市町村のウェブサ

イト）、防災行政無線、エリアメール・緊急速報メー

ル、防災メール、サイレン、広報車、パトロール、消

防団の声掛け 

その他 

施設周辺の浸水状況 

施設職員による目視 
（但し、安全に配慮して危険な場所に近づかないよう

施設内から実施） 

排水施設の稼働状況 市町村からのＦＡＸ（事前に調整） 

施設周辺における土砂災

害の前兆現象 

施設職員による目視 
（但し、安全に配慮して危険な場所に近づかないよう

施設内から実施） 
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（２）情報伝達 

災害時には「緊急連絡網」（様式９）に基づき、気象情報、洪水予報、津波情報及び土砂災

害警戒情報等の情報を施設内関係者間で共有します。 

避難する場合には「利用者緊急連絡先一覧表」（様式８）に基づき、利用者の保護者・家族

等に対し、「○○公民館（避難場所）へ避難する。利用者引き渡しは○○公民館（避難場所）

において行う。利用者の引き渡し開始は○○時頃とする。」旨を連絡します。 

「利用者緊急連絡先一覧表」（様式８）の緊急連絡先に記載した保護者・家族等に、電話

やその他の連絡手段（電子メール等）で連絡をしてください。電子メール等の文字情報によ

る伝達の場合は、避難確保計画に記載した伝達文を予めＰＣ等に準備しておくことで迅速な

伝達が可能になります。 

 

（３）施設職員間や施設の内外との連絡体制の整備 

災害発生のおそれがある場合や災害発生時には、情報の共有が重要となります。そのため、

あらかじめ施設職員間や施設の内外の情報の伝達手段、伝達ルートのほか、避難する際に協

力を要請する町内会、病人・怪我人が出た際に受け入れてもらう病院や診療所等の連絡先（昼

間・夜間）などを記入した連絡体制表を作成することが重要です。 

作成した連絡体制表は、施設職員一人ひとりに配付するともに、施設内の職員がいつでも

確認できる場所に掲示しておくことが大切です。施設職員間の連絡手段として、自宅の固定

電話のほか、携帯電話、メール及びＳＮＳ等を活用することが有効です。 

また、連絡体制表は、市町村役場、自主防災組織、消防署、警察署等の関係先と共有し、災

害の危険性が高まった際の連絡先を明確にしておくことが重要です。 

なお、施設利用者の緊急連絡先一覧の作成には様式８を、施設職員間の緊急連絡網の作成

には様式９を、外部機関等の緊急連絡先一覧の作成には様式 10 を活用して作成してください

（既存の名簿等がある場合には、それを用いても良い）。 
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１．５ 避難誘導（様式４） 

様式４では、避難場所、避難方法、避難経路及び移動手段を記載してください。 

 
（１）避難行動に備えて事前に備えておくべき事項 

１）避難行動の検討に関する留意事項 

水害や土砂災害等の発生のおそれがある場合に、迅速かつ適切に避難行動を行うためには、

次の３つの項目について、あらかじめ決めておくことが重要です。 

 
○ 避難場所（安全な場所はどこか） 

○ 避難基準（いつ、どのような情報をもとに、避難を開始するのか） 

○ 避難方法（どのような方法で避難するのか） 

 
なお、土砂災害は突発的に発生することもあり、また大きな破壊力を有するため、人命に

大きく影響する災害です。そのため、施設から出て土砂災害警戒区域外へ立ち退き避難をお

こなうことが原則ですが、施設の構造、立地、利用者の要介護度や病状等を踏まえて、避難

行動を検討することが重要です。 

 
２）避難場所の設定 

要配慮者利用施設における避難場所の設定は、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域外にお

ける系列施設及び同種類似施設、市町村が指定する指定緊急避難場所の順に優先的に検討し

ます。なお、当日の状況に応じて避難場所を選択できるように、あらかじめ複数の避難場所

を検討しておくことが重要です。 

※なお、当該地域の避難場所の一覧等を市町村があらかじめ様式４に添付して、施設管理者

に配布することも有効です。 

 

○避難場所の考え方 

対象となる災害に応じて、適切な避難場所を選びます。浸水想定区域・土砂災害警戒区域

等外に位置する系列施設等への立ち退き避難（水平避難）、最寄りの指定緊急避難場所及び

指定避難所への立ち退き避難（水平避難）、施設の上階等への屋内安全確保（垂直避難）を

検討し設定します。 

なお、避難場所の候補施設は、状況に応じて避難場所を選択できるように、複数の避難場

所を検討しておく必要があります。 

 

○洪水・内水・高潮・津波の場合 

立ち退き避難（水平避難）は、水位の上昇時間、浸水の到達時間、避難を完了するまでに

要する時間等を考慮して設定します。例えば、洪水予報等や避難準備・高齢者等避難開始の

発令を判断時期にして、当該要配慮者利用施設から避難可能である施設を設定します。台風・

大雨時の立ち退き避難（水平避難）は、強風による飛来物及び道路・アンダーパス等の冠水、

側溝やマンホールへの落下等の危険に留意する必要があります。 



 

26 

 

屋内安全確保（垂直避難）は、浸水の到達時間、避難を完了するまでに要する時間、さら

に、想定される浸水の深さ（想定浸水深）を考慮して避難する階を設定します。 

立ち退き避難（水平避難）、屋内安全確保（垂直避難）が困難な場合には、緊急的に、近隣

の安全な場所に避難することが考えられます。 

 
○土砂災害（がけ崩れ・土石流・地すべり）の場合 

立ち退き避難（水平避難）は、土砂災害の発生が予想される時期（時間帯）、避難を完了す

るまでに要する時間等を考慮して設定します。例えば、大雨警報（土砂災害）、土砂災害警

戒情報及び土砂災害警戒判定メッシュ情報の発表、避難準備・高齢者等避難開始の発令を判

断時期にして、当該要配慮者利用施設から避難可能である施設を設定します。 

なお、土砂災害の特徴として、局所的かつ突発的に被害が発生することが挙げられます。

土砂災害が「いつ」「どこで」発生するかを正確に予測することが難しく、河川の水位のよ

うに、見た目に分かりやすい避難を判断する指標がありません。 

また、土砂災害は、家屋等の建物の破壊及び人的被害が発生するなど甚大な被害を引き起

こすことも多く、更には地形そのものが変化することも特徴として挙げられます。 

このような特徴を踏まえ、土砂災害の場合は、施設外の指定避難場所及び福祉避難所等へ

の立ち退き避難（水平避難）を基本とします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、近隣の

安全な場所への避難や、最低限のリスク回避として、施設内での屋内安全確保（垂直避難）

となることもあります。施設ごとの特性に合わせた避難場所を判断する必要があります。 

 

 

３）避難基準の設定 

統括管理者（又は管理権限者）が的確に避難開始の判断を行うためには、あらかじめ気象

状況や行政からの避難情報等を参考にして、具体的な避難基準をあらかじめ定めておくこと

が最も重要です。 

洪水等の水害の場合は、河川の水位観測所の水位情報から、段階的に水位が上昇していく

状況を確認すること、洪水が発生する時間帯を予測することができます。 

 
＜避難基準の例（洪水の場合）＞ 
○ 市町村からの避難準備・高齢者等避難開始の発令された場合 
○ 気象庁から洪水警報が発表された場合 
○ 国土交通省が管理する区間又は都道府県が管理する河川（区間）において、河川の水

位が避難判断水位に到達し、氾濫警戒情報が発表された場合 
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一方、土砂災害の場合は、見た目にわかりやすい避難を判断する指標がなく、土砂災害が

発生する場所や時間帯を正確に予測することが困難のため、可能な限り早めに避難すること

が望まれます。 
＜避難基準の例（土砂災害の場合）＞ 
○ 市町村から「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された場合 
○ 地方気象台と都道府県砂防部局の合同で「土砂災害警戒情報」が発表された場合 
○ 気象庁から「大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）」

で「土砂災害発生の危険が非常に高い地域」と判定された場合 
○ 都道府県砂防部局から「土砂災害警戒情報を補足する情報」によって「土砂災害発生

の危険が非常に高い地域」と判定された場合 
○ 気象庁から「記録的短時間大雨情報」が発表された場合 
○ 気象庁から「大雨警報（土砂災害）」が発表された場合 
○ 近隣で土砂災害が発生した場合 
○ 土砂災害の前兆現象が確認された場合 等  

 
４）避難方法（移動手段）の設定 

利用者の状態と避難場所までの距離や経路の状況等に応じて、対応可能な避難方法を決め

ておく必要があります。 

自力で避難することが困難な利用者等を避難場所に搬送する手段として、搬送用車両を準

備しておくことが必要です。 

施設の車両だけでは不十分な場合は、地域の自主防災組織やバス・タクシーを保有する事

業者と緊急時の搬送協定や覚書を締結しておくことも有効です。 

利用者が避難場所へ移動するために要する時間を避難手段ごとに事前に把握しておくこと

で、避難のタイミングを判断する材料になります。 

自力で避難が可能な人と避難補助が必要な人を事前にグループ分けし、非常時にそれが一

目で分かるように腕章やビブス等を準備しておくと効果的です。なお、移動手段は、事前に

利用者の割り振りを行い、利用者に伝えることが有効です。 
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５）避難経路の設定 

施設外に避難する際に危険な場所（がけの下や浸水のおそれのある場所等）を通らないよ

うに、ハザードマップを参考にして避難場所まで安全に移動できる避難経路を事前に決めて

おくことが重要です。 

 

○ 避難確保計画では「別紙１」施設周辺の避難地図を作成し、避難場所と避難経路を記

入します。この地図は計画に添付するとともに、施設内に掲出しておくこと、施設職

員に配布することが有効です。 
○ 大雨時危険となるがけの下や浸水のおそれのある場所など、移動が困難になる箇所等

注意すべき箇所を明示することが有効です。 
 

洪水ハザードマップ、津波ハザードマップ及び土砂災害ハザードマップ等には、避難経路

となる道路の他、浸水常襲箇所や土砂災害の危険箇所等も記載されているので、それらを参

考に安全な避難経路を設定します。また、浸水しやすいアンダーパスとなっている道路を避

けることも考えられます。 

河川や海からの氾濫水が到達していなくても内水による浸水が発生していることも考えら

れることから、避難する人数等も考慮して、可能な限り標高が高い道路を選定することが望

ましいといえます。 

 
６） 施設周辺や避難経路の点検 

水害や土砂災害に備えて、定期的に施設周辺の排水状況や避難経路の状態を点検すること

が重要です。 

 
○ 避難路を塞ぐ可能性がある施設敷内の樹木や支障物等がないか点検し、樹木は適宜剪

定しておきましょう。 
○ 土砂災害の場合は、施設周辺のがけ等に土砂災害の兆候がないか平常時に点検し、前

兆現象が見られた場合はすぐに市町村、都道府県の砂防担当部局に報告しましょう。 
 

７） 地域の企業等と連携した避難 

要配慮者利用施設の利用者の避難で、マンパワー不足、避難に適した車両等の資機材の不

足する場合が考えられます。要配慮者利用施設単独での避難が困難な場合は、地域の企業等

と避難支援や福祉車両の提供等について連携することも選択肢の一つになります。 

なお、連携にあたっては内容等を協定することも有効です。 
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【事例】災害時等における福祉車両の提供に関する協定例 

白石市（宮城県）は、「災害時等における福祉

車輌等の提供に関する協定」を自動車（福祉車両）

販売整備会社と締結しています。この協定は、災

害時などに市が窓口となり、介護施設などの要請

を受け、同社が避難用に無償で福祉車両を貸し出

すというものです。 

 

【要配慮者利用施設と企業等の連携協定例（甲：要配慮者利用施設、乙：企業）】 

目的 第１条 この協定は、災害時等において、社会福祉施設及び介護保険施設等

で自力で避難することが困難な方の避難場所への移動の際、■■が

不足した場合等において、乙が所有する■■の堤供に関し、必要な

事項を定めることにより、災害応急対策活動を円滑に実施すること

を目的とする。 

協力内容 第２条 乙は、○○市町村内に大規模な災害が発生し、又は発生する恐れが

ある場合において、甲から福祉車輌等提供の協力の要請があったと

きには、次の内容により協力するものとする。 

（１）■■の提供 

（２）その他甲が協力を要請する事項 

協力要請 第３条 甲は、災害時等において、■■提供の必要があると判断した時は、

乙に対して■■提供要請書（様式第１号）により要請を行うものと

する。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請し、その後

速やかに要請書を送付するものとする。 

協力の実施 第４条 乙は、前条の要請を受けたときは、可能な範囲において、速やかに

これに協力するものとする。 

車輌の提供

方法 

第５条 甲の要請により乙が甲に提供する■■の引き渡し場所は、甲が状況

により指定するものとし、引き渡し場所までの運搬は、原則として

乙が行うものとする。 
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（２）避難場所の検討 

１）系列施設、同種類似施設について 

要配慮者利用施設の利用者の特性を踏まえて、系列施設及び同種類似施設を避難場所とし

て検討します。 

系列施設や同種類似施設への避難は、避難を開始してから浸水想定区域外の系列施設や同

種類似施設に到達できる時間がある場合に設定することができます。 

洪水、内水、高潮、津波（到達時間が長い場合に限る）による氾濫水等の到達までに避難

が完了していることが条件になります。 

 

【事例１】社会福祉法人蓬莱会 こどもデイサービスたいよう・たんぽぽ（山口県防府市） 

社会福祉法人蓬莱会 こどもデイサービスたいよう・たんぽぽ（山口県防府市）は、洪水浸

水想定区域内（想定浸水深 0.5～3.0m）に位置する平屋建ての施設で、各施設 10 名の児童が

利用しています。 

同施設は避難確保計画において、洪水時の避難場所を社会福祉法人蓬莱会本部（ゆうあい）

としています。 

 

 

図 10 こどもデイサービスたいよう・たんぽぽの避難体制 
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【事例２】グループホーム メディフル藤田（岡山県岡山市） 

グループホーム メディフル藤田（岡山県岡山市）は、洪水浸水想定区域内（想定浸水深 1.0

～2.0m）に位置する平屋建ての施設で３ユニット 27 名の高齢者が利用しています。 

同施設は非常災害計画において、洪水時の避難場所を運営母体の医療法人よつば会 ながい

内科クリニックとしています。平成 30 年７月豪雨の際には、非常災害計画に従って利用者 27

名全員と施設職員が立ち退き避難（水平避難）しました。 

 

 
図 11 グループホーム メディフル藤田の避難体制 
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２）指定緊急避難場所について 

系列施設及び同種類似施設を避難場所に設定することが難しい場合は、市町村が指定する

指定緊急避難場所を避難場所として検討します。 

指定緊急避難場所は、市町村地域防災計画や市町村の WEB サイトから、避難場所の位置と

対象とする災害を確認することができます。 

 
指定緊急避難場所は、災害対策基本法で定める異常な現象の種類ごとに指定避難場所を定

めることとされています。 

避難確保計画の対象となる水害（洪水、内水、高潮、津波）及び土砂災害（がけ崩れ、土石

流、地すべり）の種類に応じて指定緊急避難場所を選ぶ必要があります。 

 

政令（災害対策基本法施行令第 20 条の 4）で定める異常な現象の種類 
一 洪水 
二 崖崩れ、土石流及び地滑り 
三 高潮 
四 地震 
五 津波 
六 大規模な火事 
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める異常な現象の種類 

 
内閣府令で定める異常な現象：一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施

設又は河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水及び火砕流、溶岩流、噴

石その他噴火に伴い発生する火山現象 
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【参考４】国土交通省国土地理院「指定緊急避難場所データ」の活用 

「指定緊急避難場所データ」では、洪水、高潮、津波及び土砂災害に対応した指定緊急避

難場所を知ることができます。 

「指定緊急避難場所データ」を確認することで、施設の最寄りの指定緊急避難場所を探す

ことができます。 

 
<http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/hinanbasho.html> 

 
図 12 国土地理院の「指定緊急避難場所データ」の活用 
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３）屋内安全確保（垂直避難）について 

避難の原則は立ち退き避難（水平避難）ですが、災害の前兆現象の発見等が遅れた際は、

自施設の立地の安全性が確認できる場合に屋内安全確保（垂直避難）についても設定してお

く必要があります。 

ただし、想定される浸水深が大きい区域等では、屋内安全確保（垂直避難）は適当ではあ

りません。表 17 の区域では、屋内安全確保の場合に被災する危険性があるため、屋内安全確

保ではなく、早めに立ち退き避難を行う必要があります。 

 
表 17 屋内安全確保が望ましくない区域 

対象とする災害 屋内安全確保が望ましくない区域 
洪水 ・自施設の上階が浸水した場合に想定される水深よ

り低い場合 
・家屋倒壊等危険区域内に位置する場合 

津波 ・自施設の上階が津波があった場合に想定される水

深より低い場合 
・家屋倒壊等危険区域内に位置する場合 

土砂災害 ・土砂災害警戒区域内に位置する場合 
（但し、時間的に余裕のない場合等は屋内安全確保

もやむを得ない） 
・土砂災害特別警戒区域内に位置する場合 

 
○屋内安全確保が不適切な施設【水害（洪水・内水・高潮・津波）の場合】 

水害や土砂災害が発生するおそれがあり、緊急的な避難が必要な場合、建物の安全性を確

保することが非常に難しい区域がありますので、注意する必要があります。 

 

＜家屋倒壊等氾濫想定区域内の施設＞ 

洪水の場合では、家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防の決壊に伴う激しい氾濫流や河

岸侵食が発生することが想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）が指定、公表されてい

ます。同区域では、建物自体の安全性が確保できないため、屋内安全確保（垂直避難）は適

切ではありません。 

 

＜津波浸水想定内の施設＞ 

津波があった場合に浸水が想定される区域の場合、浸水によって家屋等が倒壊・流出する

おそれがあります。津波の作用に対して安全な構造でない施設の場合は屋内安全確保（垂直

避難）は適切でないといえます。 

 

＜浸水継続時間が長期に及ぶ区域内の施設＞ 

浸水継続時間が長い区域〔洪水、内水、高潮、津波〕がハザードマップに掲載されている

区域も屋内安全確保（垂直避難）は適切でないといえます。 



 

35 

 

例えば、浸水継続時間が 72 時間（３日）以上になる場合、食料等の備蓄がつき、電力等ラ

イフラインの供給が停止することで、避難生活を継続することが困難になることが考えられ

ます。 

 

○屋内安全確保が可能な施設の確認方法 

自施設の立地条件、施設の構造及び階数から、屋内安全確保が可能な施設かどうかを確認

します。確認方法は以下のとおりです。 

 

① 洪水ハザードマップ等を参照して、施設が立地する地点の想定浸水深を確認します。 

② 施設の構造及び階層を確認します。 

 

○想定浸水深：0.5ｍ未満 ⇒ １階以上を避難場所とする 

○想定浸水深：0.5ｍ以上３ｍ未満 ⇒ ２階以上を避難場所とする 

○想定浸水深：３ｍ以上５ｍ未満  ⇒ ３階以上を避難場所とする 

 

なお、津波災害警戒区域では、津波の浸水深に津波が建物等にぶつかった際のせき上げ高

を足した基準水位が設定されています。屋内安全確保を検討する場合は、避難に供する部分

の床の高さが基準水位以上であることを確認しましょう。 

 
○その他、屋内安全確保に当たって確認する事項 

① 要配慮者の生活に必要な有効スペースの確認  

２階等の避難場所の安全性が確認できた場合は、次に要配慮者の生活に必要な有効ス

ペースを確認します。当該施設の利用者やスタッフが避難において必要とする面積、利

用者の状態（立位、座位、臥位等）や介助スペース等を踏まえ、施設別に設定します。 

なお、内閣府（防災担当）「福祉避難所の確保・運営 ガイドライン」（平成 28 年４

月）では、「目標値も実際の面積も地方公共団体により様々であるが、概ね２～４㎡／

人が多い。」としています。 

② 必要な資器材の確認 

避難する時間、避難者数を想定し、それに対応できる食料、衛生器具、医薬品、情報機

器、照明、バッテリー等、避難生活に必要となる資器材があることを確認して下さい。 
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【参考５】国土交通省「地点別浸水シミュレーション検索システム」（浸水ナビ） 

浸水ナビは、洪水の浸水深を知ることができ、屋内安全確保（垂直避難）の可能性の検討

に役立ちます。また、浸水到達時間や継続時間を知ることができるので、立ち退き避難（水

平避難）の検討に役立ちます。 

 

 
<https://suiboumap.gsi.go.jp/> 

 
図 13 地点別浸水シミュレーション検索システム（浸水ナビ）の活用 
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○屋内安全確保が不適切な施設【土砂災害（がけ崩れ・土石流・地すべり）の場合】 

土砂災害の場合は、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域から区域外に設けられた

避難場所に早めに移動することが重要です。しかし、要配慮者利用施設が土砂災害警戒区域

内に位置している場合や時間的余裕がない場合は近隣のマンション等の堅牢な建物（鉄筋コ

ンクリート造等）の高層階への移動することや、既に屋外に移動することが危険な場合には

がけ等と反対側の２階以上の部屋等に移動することも有効な場合があります。なお、避難の

時期や方法、避難経路の設定等については、防災士や各都道府県の砂防ボランティア協会等

の専門家から助言を得ることが有効です。 

 

＜土砂災害警戒区域＞ 

土砂災害警戒区域は、土砂災害が発生した場合に居住者等の生命又は身体に危害が生

ずるおそれがあると認められる区域であり、警戒避難体制を特に整備すべき区域です。

玄関やガラス窓等の出入口が斜面や渓流に面している施設では、強度の弱い開口部から

は、土砂が流入してくるおそれがあり、生命又は身体に危害が生ずるおそれがあります。 

そのため、早めに土砂災害警戒区域の外へ避難する必要がありますが、上述のように状

況に応じた最善の対応を取ることも考えておきましょう。 

＜土砂災害特別警戒区域＞ 

土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築

物に損壊が生じ居住者等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあり、一定の開

発行為の制限及び建築物の構造の規制をすべき区域です。 

そのため、人命を守るためには、早めに立ち退き避難を行うことが重要です。 
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４）立ち退き避難や屋内安全確保が困難な場合 

○水害（洪水・内水・高潮・津波）の場合 

避難場所の候補の検討によって、身近に安全な避難場所を確保することができない場合は、

新たな施設整備等を検討します。 

 
【事例１：住吉小学校（静岡県吉田町）】 

住吉小学校（静岡県吉田町）は、３階屋上から４階屋上に上がるための避難階段と屋上フ

ェンスを新たに設置しました。 

 
図 14 避難階段および屋上フェンスの設置事例 

（出典）地震・津波災害に強いまちづくりガイドライン (H26.2)中部地方整備局 
 

 
【事例２：学校法人常盤学園 新屋幼稚園（静岡県焼津市） 

学校法人常盤学園 新屋幼稚園（静岡県焼津市）屋上に避難場所を増築しました。 

 
図 15 屋上への避難場所を増築した事例 
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○土砂災害（がけ崩れ・土石流・地すべり）の場合 

  土砂災害により作用する衝撃等に対して安全性を向上させるような施設整備を検討します。 

 

 図 16 建築確認による事例 

（出典）国土交通省資料 
  

建築確認による事例 
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１．６ 避難の確保を図るための施設の整備（様式５） 

様式５では、必要な避難確保資器材を記載してください。 

 
情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する資器材等には、テレビや携帯電話等の情報収

集・伝達資器材、また、名簿や案内旗等の避難誘導資器材があります。これらの他に、施設

内の一時避難に備えて、水や食料等の備蓄、衛生器具、医薬品等を備えておくことが有効で

す。これらの資器材は、利用者の特性等を踏まえ、施設の避難に必要なものを記載して下さ

い。 

より一層の安全な避難の確保という観点からは、浸水を防ぐための対策、土砂災害に対す

る避難を確保するための対策も考えられます。 

浸水を防ぐための対策には、土のうや止水板といった浸水防止用設備の整備が考えられま

す。 

土砂災害に対する避難を確保するための対策には、壁の補強や非常用サイレン（屋外設置）

といったことが考えられます。 

 

 
図 17 避難確保資器材一覧（例） 

  

※事前の対策

　自家発電機　、　壁の補強　、　非常用サイレン（屋外設置）　、　○○○○

浸水を防ぐための対策

　土のう　、　止水板　、　○○○○

土砂災害に対する避難を確保するための対策※

医薬品 　常備薬　、　消毒薬　、　包帯　、　絆創膏　

その他 　○○○○

衛生器具
　おむつ・おしりふき　、　タオル　、　ウエットティッシュ　、　

　マスク　、　ゴミ袋

施設内の一時避難
　水（１人あたり9リットル）　、　食料（１人あたり9食分）　、　

　寝具　、　防寒具

避難誘導

　名簿（施設職員、利用者）　、　案内旗　、　タブレット　、　

　携帯電話　、　懐中電灯　、　携帯用拡声器　、　電池式照明器具　、　

　電池　、　携帯電話用バッテリー　、　ライフジャケット　、　

　蛍光塗料

情報収集・伝達
　テレビ　、　ラジオ　、　タブレット　、　ファックス　、　携帯電話　、　

　懐中電灯　、　電池　、　携帯電話用バッテリー

備蓄品
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１．７ 防災教育及び訓練の取組（様式７） 

様式７では、防災教育及び訓練の年間計画を立案し、実施予定月日及び実施内容等について

記載してください。 

 
（１）防災教育及び訓練 

水害や土砂災害の基礎知識、平常時の防災、緊急避難時の役割・行動等について日頃から

学習し、知識を身につけておくことが重要です。国や都道府県では水害や土砂災害に関する

出前講座を行っているところもありますので、市町村等を通じ積極的に活用しましょう。 

また、防災教育の実施にあたっては、地域の河川、砂防及び危機管理等の防災行政経験者

（災害ボランティア等）や防災士等の有資格者の方々に関わってもらうことが重要です。 

なお、定期的に水害や土砂災害を想定した避難訓練を実施し、情報伝達体制や避難誘導の

確認を行うことが重要です。施設単独の避難訓練だけでなく、地域で開催される避難訓練に

も積極的に参加し、地域と一体となった警戒体制を確認しましょう。 

 

○ 新規採用の職員を対象に研修を実施しましょう。 
○ 全施設職員を対象として、情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施しましょう。 

 
１）防災教育 

   施設職員及び施設利用者に対してそれぞれ行います。 
   施設職員 ：避難確保計画の研修、過去の被災経験や災害に対する知恵の伝承等 

施設利用者：水害・土砂災害の危険性、避難場所の確認、緊急時の対応に関する保護者・

家族等への説明等 
 

２）訓練 

訓練は次のような種類があります。施設の特性を勘案して必要と思われる訓練を実施しま

しょう。 

 
○ 情報伝達訓練 
○ 保護者・家族等への引き渡し訓練 
○ 施設職員の非常参集訓練 
○ 避難訓練 

 

避難訓練は、①防災体制の確認：気象情報等の収集と施設内での情報共有、避難の判断、

②施設内での避難誘導訓練、③施設外での避難誘導（移動）訓練、④資器材・備蓄品等の確

保、移動の訓練等、段階的に行うことも考えられます。 

なお、これらの訓練は、訓練として実施するだけでなく、日頃から、散歩のコースに避難

経路を利用する、施設の外にでる、イベントの際に移動にかかる時間を計測する、福祉車両

の使い方を周知するなど、工夫しながら楽しく実施することが重要です。 
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１．８ 対応別避難誘導一覧表（様式１１） 

様式１１では、利用者ごとに、対応内容、移動手段、担当者等を記載してください（既存の

名簿等がある場合は、それを用いても良い）。 

 

施設利用者の中には、単独で避難することが困難な方がいらっしゃいます。避難支援の必

要な方の避難には、時間を要することが考えられます。 

そのため、より実効性の高い計画を作成するために、施設利用者の状態に応じて利用者ご

との避難方法を事前に検討しておく必要があります。 

 

○ 利用者の状態を把握し、避難する際に準備が必要な装備（雨具、歩行補助器具等）を

確認します。 
○ 施設から避難場所までの移動手段（徒歩、車いす、車等）を設定します。 

 徒歩で避難することができる利用者は、杖や歩行器等の補助器具を確保します。 
 徒歩で避難することが難しい場合は車いす、寝たきりの利用者を移動するためには

ストレッチャー等の補助器具を確保します。 
 車で移動する場合は、福祉車両及び一般車両等の車を確保します。 

○ 利用者の状態に応じて、担当者を設定します。 
 

１．９ 施設周辺の避難地図の作成方法（別紙１） 

別紙１では、施設周辺の避難経路図を作成します。 

 
（１）記載する情報 

施設周辺の避難地図に記載する情報は下記のとおりです。これらの情報を地図上に記載し

て、避難地図を作成します。 

 
○ 施設の位置 

○ 避難場所 

○ 施設から避難場所までの避難経路 

○ 施設周辺のハザード情報 

○ 避難する際の移動手段（徒歩、自動車等） など 

 
（２）避難地図作成の手順 

① 洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップ上で自施設の位置を確認し、自施設の場

所が目立つようにマジック等で印をつけてください。 
② マップ上で自施設周辺の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の危険な場所を確認して

ください（マップ上の凡例を参照してください）。 
③ マップ上で避難場所を確認し、その場所がわかるようにマジック等で印をつけてくださ

い。避難場所の定め方は p25 の２）避難場所の設定で解説しています。 
④ マップ上の自施設から避難場所までの経路をマジック等でマップ上に書き込んでくださ
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い。経路の考え方は p28 の５）避難経路の設定で解説しています。 
 

（３）作成の留意点 

洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップなどの施設周辺の災害リスク情報が記載

された地図を利用することが重要です。施設から避難場所までの区間で、浸水想定区域や土

砂災害警戒区域、道路の冠水箇所等を避けて、災害リスクの少ない避難経路を設定しましょ

う。 

なお、施設周辺の災害リスク情報が記載された地図は、先に参考として記載した「重ねる

ハザードマップ」（p3【参考１】国土交通省ハザードマップポータルサイトを活用した災害

リスクの把握を参照）を活用することもできます。 

また、ハザードマップに標記のない地域の危険な場所（道幅が狭い、道路浸水箇所など）

も地図に書き込むことが重要です。 

複数の避難場所、避難経路を考えておきましょう。また、自施設から避難場所までの移動

時間を推定して（計測して）記載してください。特に高齢者等、時間を要する方の移動には

時間に余裕を持つことが重要です。 

また、地域の自治会等で地区防災マップ等を作成している場合には、自治会等と連携もし

くは情報提供を依頼して、地域の人々しか知らないような災害時に危険な場所等の情報を共

有し、それらの情報を反映して避難地図を作成しておくことが重要です。 
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【参考６】国土交通省ハザードマップポータルサイトの活用例（洪水の場合） 

各種ハザードマップは、市町村から住民等に配布、市町村ウェブサイトに掲載される他、

国土交通省ハザードマップポータルサイトからも閲覧することがでます。 

 

 
図 18 洪水浸水想定区域の表示例 

<https://disaportal.gsi.go.jp/> 
※画面左上【ボタン】＞すべての情報から選択＞情報リスト と進みます。リストにある洪水浸水、津

波想定浸水、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所、道路冠水想定箇所等の災害リスク情報を示すこ

とができます。 
 
作成した施設周辺の避難地図は、計画に添付するとともに、施設内に掲出しておくこと、施設職

員に配布することが有効です。 
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【参考７】国土交通省国土地理院「地理院地図」の活用例 

道路や周辺の標高は国土交通省国土地理院「地理院地図」を使って確認することができます。 

 
図 19 「地理院地図」の活用例 
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図 20 施設周辺の避難地図の検討例 
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第２章 平時から理解しておくことが望ましい事項 

２．１ 共通事項 

（１）防災体制に関する事項 

要配慮者利用施設における避難確保計画は、当該施設を利用する要配慮者（利用者)が、水

害（洪水、内水、高潮、津波）、土砂災害により被害を受けることがないように、施設の職員

や利用者を災害から守ることを目的に作成するものです。 

また、作成した避難確保計画に基づいて、安全な避難行動を確実に行うことができるよう、

防災教育や訓練を行い、施設の職員や利用者に対して、災害に関する知識を深めるとともに、

訓練等を通して課題等を抽出し、必要に応じて当該計画を見直ししていくことも重要です。 

 

（緊急時の職員配置と参集体制） 

○ 水害（洪水、内水、高潮、津波）、土砂災害のおそれのある時の施設職員の役割分担や、

勤務時間内外の参集体制及び参集基準を定めておくことが必要です。 
○ 的確な情報収集・伝達、そして迅速な避難行動ができるように、誰が何をするのかを明

確にし、必要な業務を実施できる人員を確保しておくことが重要です。 
○ 昼間だけでなく、施設職員が少ない夜間についても体制を確保しておくことが必要です。 
（施設職員間や施設の内外との連絡体制の整備） 

○ 災害発生のおそれがある場合や災害発生時には、情報の共有が重要となります。そのた

め、あらかじめ施設職員間や施設内外の情報の伝達手段、伝達ルートのほか、避難する

際に協力を要請する町内会、病人・怪我人が出た際に受け入れてもらう病院や診療所等

の連絡先（昼間・夜間）などを記入した連絡体制表を作成することが重要です。 
○ 作成した連絡体制表は施設職員一人ひとりに配付するともに、施設内の職員がいつでも

確認できる場所に掲示しておくことが大切です。 
○ 連絡体制表は、市町村役場、自主防災組織、消防署、警察署等の関係先と共有し、災害

の危険性が高まった際の連絡先を明確にしておくことが重要です。 
（事前の対策） 

○ 水害（洪水、内水、高潮、津波）、土砂災害の発生のおそれがある場合における対応と

して、夜間当直施設職員の増員やデイサービスの中止などについてあらかじめ検討して

おき、各施設職員の役割分担を再確認しておきましょう。 
（情報収集と伝達） 

○ 情報収集は、水害（洪水、内水、高潮、津波）、土砂災害に対する警戒避難体制をとる

ために重要な役割となります。 
○ あらかじめ、収集する情報と入手手段を確認しておきましょう。 
○ 情報収集班の担当者は、気象情報や災害情報等、テレビ、ラジオ、インターネットを活

用し、積極的に情報収集することが重要です。 
○ 停電時には、ラジオ、タブレット、携帯電話等を活用して情報収集することになります。

これに備えて、乾電池、充電器等を確保しておきましょう。 
○ 行政機関やマスコミ等から提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道

路の状況、斜面等に危険な前兆が無いか等の確認を安全に配慮し、危険な場所には近づ
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かないで施設内から情報収集を行いましょう。 

○ 収集した情報は、施設職員で共有しましょう。 
 

（２）収集する主な情報に関する事項 

○ 収集する主な情報及び収集方法は表 18 のとおりです。 
 

表 18 主な情報及び収集方法 

収集する情報 収集方法 

気象情報 テレビ、ラジオ、インターネット（情報提供機関のウェ

ブサイト） 

洪水予報・水位到達情報（氾濫危険情

報、内水氾濫危険情報、海岸高潮氾濫

危険情報） 

テレビ、ラジオ、インターネット（情報提供機関のウェ

ブサイト） 

排水施設の稼働状況 ○○市からのファックス（○○市と事前に調整） 

土砂災害警戒情報 テレビ、ラジオ、インターネット、緊急速報メール 

避難勧告等 
 避難準備・高齢者等避難開始 
 避難勧告 
 避難指示（緊急） 

防災行政無線、テレビ、ラジオ、インターネット（市役

所のウェブサイト等）、緊急速報メール 

 

○ 情報伝達先として、施設の緊急時連絡先、施設内の情報伝達先及び市町村役場等の連

絡先を共有します。 
○ 緊急時に速やかに連絡できるようあらかじめ連絡事項をとりまとめた様式、内容、伝

達方法等も整理します。 
○ 応援当番職員参集から全職員参集に移行し、避難する恐れがある場合には、市町村役

場等及び施設利用者に連絡します。 
○ 避難の完了後、市町村役場等に避難が完了した旨連絡します。 
○ 災害による被災の危険が無くなり、施設に戻る際には、市町村役場等にその旨連絡を

行います。 
※ 避難勧告のうち、要配慮者利用施設の避難開始の基準は「避難準備・高齢者等避難

開始」とするため、その旨を計画に明示しておく必要があります。 

※ 市町村役場、消防等への伝達手段については、事前に協議し、ＦＡＸ、メール利用

のいずれを利用するかを決定しておくことが望ましいといえます。 

※ 連絡事項をとりまとめた様式、内容、伝達方法及び着信確認方法についても記載し

ておくことが望ましいといえます。 
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（３）情報収集の留意点 

○ 水防法第 15 条第１項第４号ロに基づき市町村地域防災計画に記載された要配慮者利

用施設ついては、市町村から当該施設の所有者又は管理者に対して、同条第１項第２

号に基づき洪水予報河川においては洪水予報が、水位周知河川、水位周知下水道又は

水位周知海岸においては水位到達情報が提供されます。 
○ また、水防法第 15 条の３第６項の規定により自衛水防組織を設置した場合には、当該

自衛水防組織の構成員（情報を受ける構成員を市町村に報告）に対しても、水防法 15
条第１項第２号に基づき市町村から洪水予報河川においては洪水予報が、水位周知河

川、水位周知下水道又は水位周知海岸においては水位到達情報が提供されます。 
○ 津波防災地域づくりに関する法律第 54 条第１項第４号に基づき市町村地域防災計画

に記載された要配慮者利用施設については、当該施設の所有者又は管理者に対して、

同条第２項に基づき市町村長から津波に関する情報、予報及び警報が提供されます。 
○ 内水に関する情報については、特に迅速な受信が必要であるため、事前に伝達方法等

について市町村と調整しておくことが望ましいといえます。また、排水ポンプ場が排

水不能になった場合には浸水の可能性が高まることから、排水施設の稼働状況につい

ても情報を受信できるよう、市町村と調整しておくことが望ましいといえます。 
○ 大規模な水害が発生した場合には、停電が十分に想定されることから、停電時におい

ても情報を収集できるよう検討しておく必要があります。 
○ 土砂災害防止法第８条第１項第４号の規定に基づき、市町村地域防災計画に記載され

た要配慮者利用施設については、市町村から当該施設の所有者又は管理者に対して、

同条第２項に基づき土砂災害に関する情報、予報及び警報が提供されます。 

 

（４）避難の実施 

○ あらかじめ設定した避難基準に達した場合は、直ちに避難を開始します。 
○ また、避難開始を館内放送等により、施設職員、利用者等に周知することが必要です。 
○ 天候や利用者の状況に応じて、あらかじめ設定した避難場所に避難するかを避難誘導

する職員や利用者に明確に周知し、避難行動を開始することが必要です。 
○ 逃げ遅れた人がいないか、避難誘導の前後には必ず人数の確認を行うとともに、避難

開始や避難完了について、関係機関等に報告することが望ましいです。 
※ 周知する放送内容については、事前に決めておく事が望ましいです。 

 

（５）防災教育及び訓練の実施に関する事項 

○ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者には、水防法第 15 条の３第５項、津波防災地域

づくりに関する法律第 71 条第２項、土砂災害防止法第 8 条の２第５項により、避難確

保計画に基づく訓練の実施が義務づけられています。 
○ 災害の基礎知識、平常時の防災、緊急避難時の役割・行動等について日頃から学習し、

知識を身につけておくことが重要であり、国土交通省や都道府県では土砂災害や防災

に関する出前講座を行っているところもありますので積極的に活用しましょう。 
○ 防災教育の実施にあたっては、地域の砂防行政の経験者（砂防ボランティア等）や防
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災士等の有資格者の方々に、講演者及びアドバイザーなど、専門家として関わっても

らうことも有効です。 
○ なお、定期的に土砂災害を想定した避難訓練を実施し、情報伝達体制や避難誘導の確

認をすることが重要です。施設単独の避難訓練だけでなく、地域で開催される避難訓

練へも積極的に参加し、地域と一体となった警戒避難体制を確保しましょう。また、

避難訓練の実施にあたって、土砂災害ハザードマップを活用したり、専門家による講

話及び避難方法等に関する助言を得ることも検討しましょう。また、平時から、地域

住民といざというときの避難方法などについて話し合うことも有効です。 
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２．２ 洪水に関する情報 

 

表 19 気象庁が発表する警報・注意報 

警報・注意報の種類 発表基準 

洪水注意報 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそれがあ

ると予想したとき 

洪水警報 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するおそ

れがあると予想したとき 

※気象業務法に基づく特別警報には、洪水に関する特別警報は定められていません。 
※気象庁が発表する警報・注意報については、以下のウェブサイトで各地の発表基準が確認できます。 
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html 

 
表 20 国土交通省または都道府県と気象庁が共同で発表する洪水予報・水位到達情報 

洪水予報・水位到達

情報の種類 
発表基準 

市町村・住民・要援護者に 

求められる行動 

○○川氾濫注意情報 

○○川△△水位観測所の水位が氾

濫注意水位（水防団の出動の目安

としてあらかじめ定められた水

位）に到達し、さらに水位の上昇が

見込まれる場合 

氾濫の発生に対する注意を求める

段階 

 

○○川氾濫警戒情報 

［洪水予報］ 

○○川△△水位観測所の水位が一

定時間後に氾濫危険水位（市町村

長の避難勧告等の発令判断の目安

としてあらかじめ定められた水

位）に到達が見込まれる場合、ある

いは避難判断水位（市町村長の避

難準備・高齢者等避難開始の発表

判断の目安としてあらかじめ定め

られた水位）に到達し、さらに水位

の上昇が見込まれる場合 

［水位到達情報］ 

○○川△△水位観測所の水位が避

難判断水位に到達した場合 

避難準備などの氾濫発生に対する

警戒を求める段階 

 

○○川氾濫危険情報 

○○川の水位が氾濫危険水位（市

町村長の避難勧告等の発令判断の

目安としてあらかじめ定められた

水位）に到達 

いつ氾濫してもおかしくない状態 

避難等の氾濫発生に対する対応を

求める段階 

※水位の情報は、以下のホームページから入手することができます。 
http://www.river.go.jp/ 
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図 21 イメージ図 

 
 
洪水に関する情報の詳細な解説は、下記をご参照下さい。 
気象庁 WEB サイト「洪水に関する防災気象情報の活用」 
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame_chuui/ame_chuui_p8-2.html 
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２．３ 内水に関する情報 

 

表 21 気象庁が発表する警報・注意報 

警報・注意報の種類 発表基準 

大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想したとき 

大雨警報 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想したとき 

大雨特別警報 大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想したとき 

※気象庁が発表する警報・注意報については、以下のウェブサイトで各地の発表基準が確認できます。 
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html 

 
表 22 都道府県知事又は市町村長が発表する水位到達情報 

水位到達情報の種類 発表基準 市町村・住民に求められる行動 

○○市○○地区 

内水氾濫危険情報 

［水位到達情報］ 

○○市○○地区の排水施設等の水

位が氾濫危険水位に到達した場

合。 

避難等の氾濫発生に対する対応を

求める段階 
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２．４ 高潮に関する情報 

 
表 23 気象庁が発表する警報・注意報 

警報・注意報の種類 発表基準 

高潮注意報 
台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発生するおそれ

があると予想したとき 

高潮警報 
台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害が発生する

おそれがあると予想したとき 

高潮特別警報 
数十年に一度の強さの台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると

予想したとき 

※気象庁が発表する警報・注意報については、以下のウェブサイトで各地の発表基準が確認できます。 
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html 
 

表 24 都道府県知事が発表する水位到達情報 

水位到達情報の種類 発表基準 市町村・住民に求められる行動 

○○海岸高潮氾濫危

険情報 

［水位到達情報］ 

○○海岸△△検潮所の水位が氾

濫危険水位に到達した場合 

いつ氾濫してもおかしくない状態 

避難等の氾濫発生に対する対応を

求める段階 

※潮位の情報は、以下のホームページから入手することができます。 
http://www.jma.go.jp/jp/choi/ 
 

 
図 22 イメージ図 

 
 
高潮に関する情報の詳細な解説は、下記をご参照下さい。 
気象庁 WEB サイト「高潮に関する防災気象情報の活用」 
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame_chuui/ame_chuui_p8-3.html 
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２．５ 津波に関する情報 

 
表 25 気象庁が発表する気象情報 

種類 発表基準 

発表される津波の高さ 

想定される被害と取るべき行動 数値での発表 

（津波の高さ予想の区分） 

巨大地震の場合

の発表 

大津波警

報 

( 津 波 特

別警報) 

予想される津波

の高さが高いと

ころで３ｍを超

える場合。 

１０ｍ超 

(10ｍ＜予想高さ) 

巨大 

木造家屋が全壊・流失し、人は津波

による流れに巻き込まれます。 

沿岸部や川沿いにいる人は、ただ

ちに高台や避難ビルなど安全な場

所へ避難してください。 

１０ｍ 

(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

５ｍ 

(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ) 

津波 

警報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで１ｍを超

え、３ｍ以下の

場合。 

３ｍ 

(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ) 
高い 

標高の低いところでは津波が襲

い、浸水被害が発生します。人は津

波による流れに巻き込まれます。 

沿岸部や川沿いにいる人は、ただ

ちに高台や避難ビルなど安全な場

所へ避難してください。 

津波 

注意報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで０．２ｍ

以上、１ｍ以下

の 場 合 で あ っ

て、津波による

災害のおそれが

ある場合。 

１ｍ 

(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) 
（表記しない） 

海の中では人は速い流れに巻き込

まれ、また、養殖いかだが流失し小

型船舶が転覆します。 

海の中にいる人はただちに海から

上がって、海岸から離れてくださ

い。 

※気象庁は、地震が発生した時には地震の規模や位置を即時に推定し、これらをもとに沿岸で予想さ

れる津波の高さを求め、地震が発生してから約３分を目標に、大津波警報（津波特別警報）、津波警

報または津波注意報を津波予報区単位で発表します。（津波予報区：下記アドレス） 
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/t-yohokuinfo.html 

※予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表します。ただし、地震の規模（マグニチュー

ド）が８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地震の規模をすぐに求めることができな

いため、その海域における最大の津波想定等をもとに津波警報・注意報を発表します。その場合、最

初に発表する大津波警報や津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉で

発表して、非常事態であることを伝えます。 
※気象庁は、津波警報・注意報を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなど

を津波情報で発表します。 
 

表 26 津波情報の種類 

種類 内容 

津波到達予想時刻・ 予想される

津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ

を５段階の数値（メートル単位）または２種類の定性的表現で

発表 
各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報 主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表 

沖合の津波観測に関する情報 
沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推

定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で

発表 
 
津波に関する情報の詳細な解説は、下記をご参照下さい。 
気象庁 WEB サイト「津波警報・注意報、津波情報、津波予報について」 
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/tsunamiinfo.html  
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２．６ 土砂災害（がけ崩れ・土石流・地すべり）に関する情報 

 
表 27 気象庁が発表する警報・注意報 

警報・注意報の種類 発表基準 

大雨注意報 大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したとき 

大雨警報（土砂災害） 大雨による重大な土砂災害が発生するおそれがあると予想したとき 

大雨特別警報（土砂災

害） 

大雨による重大な土砂災害が発生するおそれが著しく大きいと予想した

とき 

※気象庁が発表する警報・注意報については、以下のウェブサイトで各地の発表基準が確認できます。 
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html 

 
表 28 都道府県と気象庁が共同で発表する情報 

情報の種類 発表基準 市町村・住民に求められる行動 

○○市（町・村） 

土砂災害警戒情報 

「過去の重大な土砂災害の発生時

に匹敵する極めて危険な状況とな

り、この段階では命に危険が及ぶ

ような土砂災害がすでに発生して

いてもおかしくない」という基準

を設定し、避難にかかる時間を考

慮して２時間先までに基準に到達

すると予測されたときに発表 

市町村：避難勧告の発令 

住民：避難の実施 

 
 
（１）土砂災害の種類 

 土砂災害は、大きく分けてがけ崩れ（急傾斜地の崩壊）、土石流、地すべりの３種類に分類

されます。 
① がけ崩れ（急傾斜地の崩壊） 

 雨などの影響によって、土の抵抗力が弱まり、急激に斜面が崩れ落ちる現象。ひとたび人家  

を襲うと逃げ遅れる人も多く死者の割合も高い。 

② 土石流 

山腹や渓床を構成する土砂石礫の一部が長雨や集中豪雨などによって水と一体となり、一気

に下流へ押し流される現象。流速 20～40km/h で一瞬のうちに人家などを壊滅させてしまう。 

③ 地すべり 

斜面の土塊が地下水などの影響により、すべり面に沿ってゆっくりと斜面下方へ移動する

現象。一般的に広範囲に及び移動土塊量が大きいため甚大な被害を及ぼす可能性が高い。 
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図 23 土砂災害の種類 

 
（２）土砂災害のおそれのある場所 

土砂災害のおそれのある場所として、土砂災害防止法に基づき、都道府県知事が土砂災害警

戒区域と土砂災害特別警戒区域を指定します。ただし、これらの警戒区域外でも土砂災害が発

生する可能性がありますので、注意が必要です。 
■土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあ

ると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制

を特に整備すべき土地の区域として指定された区域です。 
■土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン） 

土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住

民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定

の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として指定さ

れた区域です。 

 
図 24 土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域（イメージ） 

 
土砂災害警戒区域及び特別警戒区域に関する情報については、都道府県のホームページ等

で確認できます。  
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（３）土砂災害の避難に関する情報 

 土砂災害の避難に関する情報として、土砂災害警戒情報、気象情報及び避難勧告等の関係

を図 25 に、土砂災害警戒情報に関して表 29 及び図 26 に、防災気象情報とその利活用に関し

て図 27 にそれぞれ示します。 

 

 
図 25 土砂災害警戒情報・気象情報・避難勧告等関係（イメージ） 
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表 29 土砂災害警戒情報に関する情報 

項目 発表元 説明 発表 

間隔 

主な提供 

サイト 

土砂災害警戒

情報 

都道府県

（砂防部

局）と気

象庁共同 

・大雨警報（土砂災害）等が発表さ

れている状況で、土砂災害発生の危

険度が更に高まったときに、市町村

単位で発表される。 
・市町村毎に発表されるため、面積

が広い市町村では、予測精度にバラ

つきが乗じる場合がある。 

－ 気象庁 HP 

防災情報提供

システム 

大雨警報(土

砂災害)の危

険度分布（土

砂災害警戒判

定メッシュ情

報） 

気象庁 ・１km 四方の領域（メッシュ）毎に、

土砂災害の危険度を５段階に判定

した結果を表示したもの。 

・避難に要する時間を確保するため

に２時間先までの雨量予測に基づ

く土壌雨量指数の予想を用いてい

る。 

・市町村単位の土砂災害警戒情報を

補足する情報である。 

10 分毎 気象庁 HP 

防災情報提供

システム 

土砂災害警戒

情報を補足す

る情報 

都道府県

（砂防部

局） 

・都道府県毎、1～5km メッシュ。 

・ほとんどの都道府県が、メッシュ

単位の土砂災害発生危険度や危険

度の推移がわかるスネーク曲線等

の情報を一般公開しており、国土交

通省の HP 

（ http://www.mlit.go.jp/mizuko

kudo/sabo/sabo_ken_link.html） 

から、各都道府県のページにリンク

させている。 

・市町村単位で発表される土砂災害

警戒情報に比べて、時間的、空間的

によりきめ細かく土砂災害の発生

危険度を把握できるが、都道府県に

よってメッシュの大きさや更新の

タイミング等が異なるため、各都道

府県が提供しているこれらの情報

の特性を確認した上で参考とする

必要がある。 

 

10 分 ～

60 分毎 

都道府県（砂防

部局） 
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図 26 土砂災害警戒情報の事例 

出典：気象庁ＨＰ「土砂災害警戒情報とは」 

      図 27 危険度の高まりに応じて段階的に発表される防災気象情報とその利活用 

出典：気象庁リーフレット「土砂災害警戒判定メッシュ情報の活用」 
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防災体制の円滑な確立・移行のためには、今後の雨の予測情報を収集することが非常に重

要になります。例えば、気象庁ＨＰ「今後の雨（降水短時間予報）」は 15時間後までの雨の

範囲及び雨の強さを確認することが可能であり、本サイトを活用すれば、夕方の時点で、夜

間から明日の明け方にかけてどこで大雨となる見込みかについて把握できるようになります。

収集した情報を常時に活用して、明るいうちに避難を完了できるようにしましょう。 

また、土砂災害は降雨のピーク時を過ぎてからも発生する可能性もあるため、雨が弱まっ

た後もすぐに施設へ戻ることなく、避難勧告等の解除など、安全が確認されるのを待ちまし

ょう。 

図 28 15 時間先までの予測の活用例 

出典：気象庁報道発表資料「雨量分布の予報を 15 時間先まで延長します」 

 

その他、土砂災害が発生する前には前兆現象がみられることがあり、警戒避難の判断指標

として活用できる可能性があります。但し、斜面や山に近づくのは危険のため、施設内から

確認できる範囲に留めておくことが重要です。 

図 29 土砂災害の前兆現象 
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（４）地域情報の収集手段の確立 

土砂災害はいつ、どこで発生するのか分かりにくいという特徴のほか、避難にあたっては

身近な避難経路を設定する必要があることから、避難確保計画作成にあたっては、地域に密

着した情報を効率的に入手し、計画作成に反映させること重要です。 

そのため、計画作成に当たっては、地域の事情に精通した地域の自治会や自主防災組織等

とも意見交換することが望ましいです。地区防災計画や地区防災マップの作成を通じ、自治

会と連携もしくは情報提供を依頼して、地域の人たちしか知らないような災害時に危険な場

所等の情報を共有し、それらの情報を反映して避難地図を作成することも検討しましょう。 

「いざ」という時に備えて、平時より地域の自治会や自主防災組織、民生委員など、関係

機関等との協力関係づくりを心掛けることが重要です。 

 

（５）土砂災害の警戒避難における要配慮者の避難行動 

土砂災害は、降雨条件だけでなく局所的な地形・地質条件等の様々な要因が関係している

と考えられ、発生場所や発生時刻の詳細を予測することが難しい災害です。また、命を失う

おそれも多い災害であることから、避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告の発令時には、

危険な区域から一刻も早く立ち退き避難を行うことが基本となります。 

例えば、時間的な余裕がある場合は、あらかじめ市町村が定めた避難場所に速やかに避難

することが重要です。しかし、時間的に余裕のない場合には、土石流が流れてくると予想さ

れる区域や危険な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難することが重要となります。近隣

の堅牢な建物（鉄筋コンクリート造等）の高層階に移動することも有効です。小規模な斜面

崩壊が想定される箇所において、既に建物の外に出て避難場所に避難することが危険な状態

になった際には、建物の斜面と反対側の２階以上の部屋等に移動することも有効な場合があ

ります。また、土石流が想定される箇所においては、通常の木造家屋では２階以上に移動し

ても、土石流によって建物が全壊する可能性もあることから、危険な区域の外へ退避する、

もしくは堅牢な建物の高層階に避難することを基本とすべきです。さらに、土石流が流下す

ると予想される区域から離れる方向に土石流が到達しづらい小高い場所がある場所にはその

上に移動することも考えられます。 

避難確保計画を作成する際には、このような土砂災害の特性を十分に理解し、避難場所や

避難経路を選定することが重要です。 

また、要配慮者の被災を防ぐためには、避難場所までの移動時間及び避難方法を考慮し、

避難を早期に完了させる必要があります。また、安全な状況下で避難するために、避難が夜

間になると予想される場合には、日没前に避難を完了できるように避難準備・高齢者等避難

等を活用するなどの措置が重要となります。早い段階であれば、市町村職員等の支援も可能

になります。 

 

（６）土砂災害に対応した防災教育や避難訓練に必要な情報の入手方法 

土砂災害防止法第 8 条 2 第 5 項により、避難確保計画に基づく避難訓練の実施が義務づけ

られていますが、土砂災害に対応した避難訓練を実施している事例はまだ少ないのが現状で

す。また、土砂災害に対する知識を十分に持った職員も多くはなく、また土砂災害に関する
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基本的な情報を知る機会が少ないと考えられます。 

土砂災害の基礎知識、平常時の防災、緊急避難時の役割・行動等について日頃から学習し、

知識を身につけておくことが重要であり、国土交通省や都道府県では土砂災害や防災に関す

る出前講座を行っているところもありますので積極的に活用しましょう。 

また、防災教育の実施にあたっては地域の砂防行政の経験者（砂防ボランティア等）や防

災士等の有資格者の方々に関わってもらうことも有効です。 

なお、定期的に土砂災害を想定した避難訓練を実施し、情報伝達体制や避難誘導の確認を 

実施することが重要です。施設単独の避難訓練だけでなく、毎年６月の「土砂災害防止月間」

に全国各地で実施されている「土砂災害防止・全国防災訓練」等、地域で開催される避難訓

練へも積極的に参加し、地域と一体となった警戒避難体制を確保させましょう。自治体の防

災・福祉関係機関、民生委員、地域の自治会や自主防災組織、住民、民間企業、市民団体な

ど、様々な主体と連携して取り組んでいくことが重要です。 

また、土砂災害に対応した防災教育及び避難訓練等の実施にあたって、国土交通省の防災

教育ポータルサイトや砂防部ＨＰ（「土砂災害警戒避難の好事例集」等）、内閣府（防災担

当）ＨＰ等に多くの資料が掲載されておりますので、ご活用ください。 
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【事例】事前の準備により全員難を逃れた事例(静岡県小山町) 

 

 

○施設管理者へのヒアリング結果 

・今回は幸運にも被災を免れたが、少しでも判断が遅かったら被災していたとの危機感はあ

る。 
・避難のタイミング、判断が難しいと感じた。 
・避難先や避難方法は、避難後の生活（被災した場合を想定した）も考慮したうえで決めてお

くことが重要と感じた。 
・施設職員は営業開始当時から携わるスタッフが多く、これまでに継続してきた防災活動が職

員らに蓄積されていたと感じた。仮に、職員の入れ替わりの多い施設だと、職員の防災意識

を維持しておくことが難しいのではと考えられる。 
・被災する前までは、施設そばにある「がけ」に警戒をしていたことから、がけ側に入所して

いる利用者のみを避難させる計画としていた。しかし、近隣住民から周辺の水路があふれた

との危険を知らせる声かけがあり、職員の判断により計画とは異なる上階への移動を判断し

た。 
・今回の被災を受け、１階の利用者を２階に避難（一人一人の状況に応じしばらく滞在できる

ような環境づくりとして、ベッドの配置などの検討も含めて）させる内容で、避難確保計画

の見直しを検討する。 
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長崎県高齢者権利擁護等推進事業

『長崎県高齢者権利擁護推進員養成研修について』

1

016000
テキストボックス
資料１２



平成３０年度 高齢者虐待防止法に
基づく対応状況等に関する調査結果

養介護施設従事者等による高齢者虐待
長崎県の推移

養介護施設従事者等による高齢者虐待
全国の推移

2



平成１３年度から令和元年度まで
高齢者権利擁護推進員養成研修の受講状況

特養・老健・療養・ＧＨ・小規模等
未受講施設の割合

養護・軽費・サ高住・有料等
未受講施設の割合

3



高齢者権利擁護推進員養成研修

Ⅰ基礎課程 （H29年度～）
（１日間×年２回）

Ⅱ 実践課程
（H30年度～）

（前半２日間、自施設実習６０
日間、後半１日間×年１回）

Ⅲ 管理者課程（H30年度
～）

（１日間×年１回）

国の権利擁護推進員養成研修の
標準カリキュラムに準拠

【対象者】
介護施設等の従事者 （実務

経験が概ね３年未満を対象）
【開催地区】
県内８圏域を巡回
H29 壱岐
H30 佐世保・上五島
R１ 県南（島原）・対馬
R２ 五島・県央（大村市）

【対象者】
基礎課程修了者及び２６年度

以降の県主催の推進員養成研修
受講者で、介護施設等で指導的
立場にある者
【開催地区】
長崎・佐世保・県央を巡回
H30 長崎 R１ 佐世保
R２ 県央（大村市）

【対象者】
介護施設等の経営者、管

理者等

【開催地区】
長崎・佐世保・県央を巡回

H30 県央
R１ 長崎
R２ 佐世保

長崎県独自の研修

4



長崎県高齢者権利擁護推進員養成研修

（１）基礎課程

ア 目的

権利擁護の理念を再確認し、権利擁護の視点に立った介護の基本的な考え方、

高齢者との関わり方を修得することを目的とします。

イ 日数・実施回数

（講義・演習）１日間、年２回

ウ 対象者

次のいずれかに該当する方

① 介護施設等において介護に従事する方で、介護の実務経験が概ね３年未満の方

② 平成２６年度以降、県が実施した「権利擁護推進員（または身体拘束廃止推進員）

養成研修」を受講していない方

5



【基礎課程】 事前課題「介護現場あるある」
～私の考える不適切ケア～

食事場面
・自分で食事ができるのに時間短縮のために食事介助を行う（１６）
・食べたくない（飲みたくない）と言っているのに「あともう一口、頑張って」と無理やり食べさせる（７）
・介護者ペース（早いペース）での食事提供（６）
・薬を吐き出してしまう利用者のため、食事に混ぜて提供する（5）

排泄場面
・大きな声での利用者や職員に対する排泄確認（「トイレ行った？」、「便出た？」、「おしっこ出てました！」）（２４）
・見守りと称して、ドア（カーテン）を開けたままの排泄介助（１４）
・「トイレに行きたい」と訴えのある利用者に対して、
「さっき行ったけんね」、「もう少ししてからね」とトイレを待ってもらう。（１２)
「大文夫ですよ。おむつにしても」と言いトイレに連れて行かない（６）

入浴場面
・利用者を不潔な状態のまま放置する（衣類、目やに、髪、爪、車椅子、ベッド周り）（１２）
・風呂に入りたくない利用者を強引に入浴させる（６）
・利用者の希望を聞かずに職員で着替える服を決めてしまう（２）

移動、移乗などの介助場面
・無言で声掛けなし（説明も同意もない）に（移動、移乗、車いす、離床の）介助を行う（２１）
・車いすに移乗し、長時間放置する（除圧をしない又は車いすに座らせていることを忘れる）（５）
・車いすの移動スピードが速い（３）

6



【基礎課程】 事前課題「介護現場あるある」
～私の考える不適切ケア～

コミュニケーション場面（声かけ等）
・威圧的な言葉や態度「何？」、「わかったって！」、「はっ？」、「さっきも言ったよ（聞いたよ）」等（３３）
・あだな「〇〇ちゃん」や苗字以外の名前で呼ぶ（※おじいちゃん等呼んでいた内訳１１名）（２９）
・「ちょっと待ってください」（２７）
・馴れ馴れしい態度、友達のような態度や言葉遣い（タメ口）で話をする（１６）
・ナースコールが鳴ってもすぐに行かない。しばらくしてから向かう（１３）
・挨拶（ノック）もしないで無言で居室の出入りをする（１２）

その他
・【業務優先】利用者に声をかけられても介護者ペース（業務優先）での介助（１２）
・【個人情報の漏洩行為】利用者の個人情報を人目に触れるところに置く（大きい声で話す等）（６）
・【職員同士の私的な雑談】利用者に関係のない私語に夢中で利用者を見ていない（６）
・【過剰介護】時間短縮のため利用者が出来ることも全て職員がしてしまう（４）
・【過少介護】人材不足（忙しい）を理由に離床を行わない（３）

※ 上記、事前課題「介護現場あるある」 ～私の考える不適切ケア～のまとめは、令和元年度長崎県高齢者権利擁護推進員養成研修
（基礎課程）県南（島原市）・対馬市における事前課題で回答が多かったものの一部になります。

7



長崎県高齢者権利擁護推進員養成研修

（２）実践課程

ア 目的

専門知識と実践技術を修得し、施設の権利擁護に関する研修等を計画し、指導者として活動できる人材

を育成することを目的とします。

イ 日数・実施回数

（講義・演習）２日間、（自施設実習）６０日間、（報告会）１日間、年１回

ウ 対象者

次のいずれかに該当する方で、所属の介護施設等において、指導的立場から権利擁護を推進すること

ができる方

① (1)の基礎課程修了者

② 平成２６年度以降、県が実施した「権利擁護推進員（または身体拘束廃止推進員）養成研修」修了者

エ 実践課程修了者

厚生労働省の定める「権利擁護推進員養成研修（平成29年３月31日付老発0331第19号）」と同等の

研修を修了したものとします。
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【実践課程】 事前課題「自施設振り返り チェックシート」

Ⅰ あなたがいる施設のケア（食事・排泄・入浴・移動・対話）について
振り返ってみましょう。

１．食事の場面について

内 容 チェック欄
1「早く食べて」「ちゃんと食べて」など言って食事を勧めている。 □
2自分で食事ができるのに、利用者のペースが待てず、職員が途中で介助している。 □
3利用者の食事介助を立ったまま行っている。 □

4食べている人がいるのに、テーブルを拭くなど後片付けをはじめる。 □

5利用者の食事介助中に、職員同士で排泄介護の話をする。 □

２．排泄の場面について

内 容 チェック欄
9転倒の危険性がある利用者に対して、トイレのドアを開けたまま排泄介助をしている。 □

10トイレ対応ができる利用者にオムツ対応をしている。 □

11「オムツを替えましょう」「便が出ている」など、他の利用者にも聞こえる声で言う。 □
12時間を空けずトイレに行きたいという利用者に「さっきも行きましたよ」と言う。 □

13排泄介助の際、「汚い」「臭い」など、本人に聞こえるように言う。 □
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【実践課程】 事前課題「自施設振り返り チェックシート」

３．入浴の場面について

内 容
チェック

欄

17利用者が「入浴したくない」と言っても、入浴日だからと説得をしている。 □

18衣類の選択、更衣、洗身など、利用者ができることでも職員が介助している。 □

19爪きり、目やに除去、整髪など、利用者の身だしなみ介助が行えていない。 □

20人前で着替えさせたり、入浴時にタオルを掛けるなどの配慮に欠けることがある。 □

21脱衣、洗身、着衣を職員が流れ作業のように業務分担で行っている。 □

４．移動の場面について

内 容
チェック

欄

25転倒リスクのある利用者が立ち上がろうとすると、「待って」「座って」と言ってしまう。 □

26声かけ（説明・同意）や目も合わさず、車椅子で目的の場所に移動し、次の業務に入る。 □

27
歩き回ることの多い利用者に対し、自分では立ち上がれないよう、低床ソファーに座らせたり、テー
ブルに車椅子をつけて座らせたりしている。

□

28
利用者のペースに合わせず、車椅子を速く押したり、歩行できる人の車椅子移動、立位に時間がかか
る人を抱えて移乗するなど行っている。

□

29利用者の意思を確認せず、長時間、車椅子に座らせている。 □
10



【実践課程】 事前課題「自施設振り返り チェックシート」

５．対話の場面について

内 容
チェック

欄

33居室に入室する際、ノックや声かけをしていない。 □

34親しみを込めて、利用者を愛称（ちゃん付け等）で呼んでいる。 □

35利用者に馴れ馴れしい話し方、対応をしている。 □

36利用者に向かって、遠くから大声で指示をしている。 □

37ナースコールが鳴っても直ぐに行かない。または無視をしている。 □

※ 上記、 実践課程の事前課題「自施設振り返り チェックシート」の 『Ⅰ．あなたがいる施設の

ケア（食事・排泄・入浴・移動・対話）について振り返り』の全２５項目の内容は、平成２５年度

から平成３０年度までに長崎県が実施した「権利擁護推進員養成研修（基礎課程）又は、身体拘束

廃止推進養成研修」において提出があった事前課題「介護現場あるある」～私の考える不適切ケア～

から回答いただいた内容を項目別に上位５つをまとめたものです。
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【実践課程】 事前課題「自施設振り返り チェックシート」

Ⅱ ケアの背景にある組織体制について振り返ってみましょう。

内 容
チェック

欄

1介護理念や組織全体の方針がない。または理念を共有するための具体策がない。 □

2責任や役割が不明確、必要な組織がない。または形骸化している □

3情報公開に消極的、家族と連携する姿勢がない。 □

4リーダーの役割が不明確である。介護単位があいまい、または広すぎる。 □

5情報共有の仕組みや意思決定の仕組みがない。 □

6異なる職種間の連携がない。または年齢や採用条件による壁がある。 □

7認知症の知識がなく、行動・心理症状（BPSD）への対応がその場しのぎである。 □

8アセスメントやケアプランが実際のケアと連動していない。 □

9ケアに関して学習する機会がなく、アセスメントとその活用方法の知識がない。 □

10安易な身体拘束や一斉介護・流れ作業など“非”利用者本位である。 □

11職業倫理の薄れ、介護理念が共有されていない。 □

12高齢者虐待防止法、その他必要な法令を知らない。 □

13人手不足や業務の多忙さ、夜勤時の負担が大きい。 □

14負担の多さからくるストレスや職場内の人間関係に問題がある。 □

15見て見ぬふり、安易な身体拘束の容認、連絡の不徹底がある。 □

※上記は、山梨県高齢者権利擁護等推進部会「高齢者の思いに寄り添うケアを推進するための手引き（平成27年6月）」を参考にし
ました
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長崎県高齢者権利擁護推進員養成研修

（３）管理者課程

ア 目的

介護施設等の経営者、管理者として、権利擁護とリスクマネジメントのあり方を理解し、

組織全体で権利擁護に取組み、介護サービスの質を向上させることを目的とします。

イ 日数・実施回数

（講義等）１日間、年１回

ウ 対象者

介護施設等の経営者、管理者（施設長等）及び事務局長、またはこれらの者を代理・

補助する方

（注）県が実施した「権利擁護推進員（または身体拘束廃止推進員）養成研修」の

受講の有無は問いません。
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【管理者課程】 事前アンケート

1. 職員が働きやすい環境にするため、現在取り組んでいることを教えてください。

集計 割合

給与体系やキャリアパス制度等を整備し、昇給・昇格の公平性、透明性を確保している。（給与規則
やキャリアアップの仕組みを記載した文書等を職員に開示している等） 39 69.6%

年次有給休暇を半日単位、時間単位で取得できる制度があり、過去１年間において職員が取得した実
績がある。

42 75.0%

メンタルヘルスやパワーハラスメント等を相談できる体制を整えている。（全職員を対象に、年１回
以上、面談を行っている等）

42 75.0%

職員と担当業務等のマッチングのため、年１回以上、職員の希望等を確認している。
（担当業務、勤務体制に関する変更希望の有無の確認等） 26 46.4%

職員の経験年数（キャリア）に合わせた研修を計画し、実施している。（新任研修・中堅研修・管理
職研修等） 33 58.9%

中間管理職（現場監督者）の管理業務マニュアルを作成し、実際に運用している。 5 8.9%

現場の状況を把握し、職員に負担のかかる業務を個別にアセスメントして、負担軽減を図っている。
（介護機器の適切な使用方法等を職員に指導したうえで使用している等） 25 44.6%

利用者の権利擁護の方針を明確に宣言し、全従業員に周知徹底している。 28 50.0%

不適切なケアについて、具体的な指標を示している。 36 64.3%
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【管理者課程】 事前アンケート

２. 虐待防止や身体拘束廃止の取り組みの上で最も困っていること。

①知識や技術を向上させる機会の確保 5 8.9%

②職員の知識・経験・介護技術等の違い 27 48.2%

③認知症の方に対するケア 9 16.1%

④身体拘束廃止に対する家族の理解 3 5.4%

⑤虐待や身体拘束にあたるかどうかの判断基準 8 14.3%

⑥特になし 3 5.4%

⑦その他(人材不足） 1 1.8%

合計 56 100.0%

※上記は、令和元年度長崎県高齢者権利擁護推進員養成研修（管理者課程）事前アンケートを取りまとめたものです。
（令和２年２月３日現在）
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高齢者虐待防止・権利擁護に関する研修等参考

【１】「高齢者虐待防止教育関連」認知症介護情報ネットワーク（ＤＣネット）
http://www.dcnet.gr.jp/support/study/

【２】ひもときネット（ひもときシート一式）
http://www.dcnet.gr.jp/retrieve/

【３】「ストレスケアブック」山形県福祉人材センター
https://www.ymgt-shakyo.or.jp/jinzai/book/stresscare/_SWF_Window.html

【４】「高齢者の思いに寄り添うケアを推進するための手引き」
山梨県高齢者権利擁護等推進部会（平成２７年６月）

【５】「アンガーマネジメント」「リスクマネジメント」等の研修会の開催事業
（公財）介護労働安定センター長崎支部

【６】「要介護施設従事者等による高齢者虐待防止研究会」等の研修会の開催事業
一般社団法人 長崎県社会福祉士会
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（別紙１） 

令和 2年度長崎県高齢者権利擁護推進員養成研修 研修日程等一覧 

 
日程・会場等、調整中のものについては、決まり次第、県ホームページ（下記参照）に随時掲

載します。最新情報はホームページでご確認ください。 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/gyakutai/sinntaikousoku-gyakutai/ 

ホーム＞組織で探す＞福祉保健部 長寿社会課＞高齢者虐待防止・権利擁護＞権利擁護推進員養成研修 

 

 

（１）基礎課程  

【事前課題】 

 『介護現場あるある ～私の考える不適切ケア～』（課題様式１） 

     介護現場で体験した（見た・聴いた・した）ことがある『介護現場あるある ～私が考える

不適切ケア～』について、できるだけ多く記入してください。 

 

（２）実践課程 

【事前課題】 

『自施設振り返り チェックシート』 

 

 

（３）管理者課程 

  【事前アンケート】 

 

 第 1回（五島） 第 2回（県央） 

日程 

時間 

令和 2年 9月 25日（金） 

9：0５～１６:３０（８：５０～） 

令和 2年 10月 29日（木） 

10：20～18：00（10：00～） 

場所 五島市（福江文化会館 展示室） 大村市（ミライＯＮ図書館多目的ホー

ル） 

定員 ４０名 ７０名 

申込期間 
7月 20日（月）９時から 

8月 23日（日）１７時まで 

8月３１日（月）９時から 

9月 27日（日）１７時まで 

受講決定 8月 27日（木）までに通知 9月 30日（水）までに通知 

課題提出期限 受講決定後から 9 月 11 日（金）まで 受講決定後から 10 月 16 日（金）まで 

日程 

前期（講義・演習）  令和 2年 11月 18日（水）～11月 19日（木）（２日間） 

※自施設実習 ６０日間（Ｒ2年 11月 24日～Ｒ3年 1月 22日） 

後期（報告会） 令和 3年 2月 12日（金）（1日間） 

場所 大村市（ミライＯＮ図書館多目的ホール） 

定員 ４０名 

申込期間 １０月５日（月）９時から １０月２４日（土）１７時まで 

受講決定 １０月２９日（木）までに通知 

課題提出期限 受講決定後から１１月９日（月）まで 

日時 令和３年 3月 4日（木）（1日間） 12：３０～17：30（受付 12：００） 

場所 佐世保市（アルカス佐世保 大会議室ＡＢＣ） 

定員 １００名 

長崎県 権利擁護推進員 検索 

詳細は、12月頃、ホームページに掲載予定です。 

申込は終了しました 



木材利用に関する補助事業 (※詳細要件は各要領をご参照ください）

過剰木材在庫利用緊急対策事業
（Ｒ２限り）

JAS構造材個別実証支援事業 外構部の木質化対策支援事業

建設業者（施工者）
建設業者（施工者）
（JAS構造材活用宣言を行うこと）

建設業者（施工者）

床面積10m2以上の公共建築物等
（事業費に国費が入っていないもの）

JAS構造材を利用する、床面積10m2以上の非住宅及
び4階建て以上の住宅（事業費に国費が入っていない
もの）

木製外構
・耐久性を有する処理加工木材使用
・クリーンウッド法に基づく合法性を確認した木材製品

構造材 延べ床面積×39,000円/m2（工事費の1/2以内）
JAS材利用量 × 50,000円/m3（調達費の1/2以内）
(4F以上JAS材利用量 ×100,000円/m3)

内装材（壁・天井） 内装面積×12,000円/m2（工事費の1/2以内）

内装材（床） 床面積×7,000円/m2（工事費の1/2以内）

外構延長×17,500円/m 外構延長×17,500円/m（※１）

外構延長（クリーンウッド）×30,000円/m 外構延長（クリーンウッド）×30,000円/m（※２）

その他外構利用量×100,000円/m3 その他外構利用量×100,000円/m3（※３）

その他外構利用量(クリーンウッド）×150,000円/m3 その他外構利用量(クリーンウッド）×150,000円/m3（※４）

6/1 ～ 10/30 3/31 ～ 10/30 ：R2年度分募集〆切済み 6/1 ～ 7/31（１次公募） 8/19～（2次公募）

長崎県木材組合連合会(0957-27-1760) 長崎県木材組合連合会(0957-27-1760)
全国木材組合連合会（電子申請）
(03-6550-8540)

・構造材と内装材の併用補助は不可
・外構は上限30.000,000円
・構造・内装・外構の区分ごとに１事業者３件までの
申請

・上限15,000,000円
・1,000m2以上または4階建て以上は上限30,000,000円
・CLTを利用した場合140,000円/m3

・（※１）上限1,300,000円
・（※２）上限2,200,000円
・（※３）上限1,000,000円
・（※４）上限1,500,000円
・１事業者につき２件までの申請

https://mokuzai-zaiko.jp/koubo/index.php https://www.jas-kouzouzai.jp/jigyou2/ https://kinohei.jp/

申請窓口

備考

URL

申請者

対象物件

申請期限

助
成
額

外構(塀・柵）
(0.04m3/m以上）

外構材（デッキ等）
(0.2m3以上）

資料１４

資料14-1



木材利用に関する補助事業 (※詳細要件は各要領をご参照ください）

CLT等活用建築物実証事業 サステナブル建築物等先導事業（木造先導型） 林業・木材産業成長産業化総合対策 ながさ木・なごみの街づくり事業

施主と協議会運営者の連名 施主 地方公共団体等 施主（民間団体）

普及性や先駆性が高いＣＬＴ建築物

・構造・防火面で先導性が高い木造建築物
・防火・準防火地域：延べ床500n2以上又は3F建て以
上
・上記以外の地域：延べ床1000m2以上又は高さ13
以上もしくは軒高9m以上

・CLＴを構造材に利用または耐火建築物または３Ｆ
建て準耐火建築物または重ね梁等活用建築物
・ＰＲ効果が高い公共建築物
・0.18m3/1m2木材利用かつ延べ床300m2以上

・以下の施設の内装・外装
①PR効果が高い民間施設
②教育・保育施設
県産材おおむね80％利用

助成内容
・設計費の3/10
・建築費の3/10
・協議会運営費 定額（上限80万円）

・木造化にかかる設計費の1/2のうち国交省が認め
る額

・設計費の1/2 (CLT等以外は15%)
・施工費の1/2(ＣＬＴ等以外は15%)

(建築主体工事のみ）

CLT ・木造化にかかる建設費の15%
・JAS材利用
・内装の場合は3.75％

・コスト縮減や施工方法等の検討・確認（実証）が
必要

・技術の検証費用の1/2のうち国交省が認める額 ・庁舎・学校・直売所・寮など対象外

・予算118,000,000円で3件程度 ・複数年度にわたる場合は国交省の承認が必要 ・費用対効果算出・川上との連携必要

（実質上限 40,000,000円程度）
・前年度に県の予算化が必要
・前年度に林野庁へ要望が必要

単年度（～2/19) 4年間 単年度 単年度

4/30～6/4 4/3～5/19（1回目） 2/4～2/19（林野庁） 県予算化前年度9月 随時（予算がなくなり次第終了）

日本住宅・木材技術センター(03-5653-7662) 木を活かす建築推進協議会(03-3588-1808)
長崎県 林政課 森林活用班
(095-895-2988)

長崎県 林政課 森林活用班
(095-895-2988)

https://www.howtec.or.jp/publics/index/307/ http://www.sendo-shien.jp/02/application/
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kouzoukaizen
/koufukin.html

http://www.pref.nagasaki.jp/object/kenka
ranooshirase/oshirase/416504.html

申請窓口

備考

URL

実施期間

申請者

対象物件

資材費と労務費及び諸経費の1/2以内
下限500,000円
上限
①PR効果が高い民間施設
年間利用見込者数
15,000人以上：200万円
5,000人以上15,000人未満：150 万円
5,000人未満：100万円

②教育・保育施設
上限は200万円

申請期限
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〜木造・木質化アドバイザー派遣制度のご案内〜

非住宅建築物の木造・木質化に取り組もうとする事業者に、県内建築士による建築技術アドバ

イスや、木材利用関連の補助事業情報を提供します。どんな相談でも結構ですのでお気軽にお問

い合わせください。

１．支援内容（例）

(1)木造建築技術に関するアドバイス

(2)各種助成制度等の情報提供

(3)助成制度を考慮した非木造と木造とのコスト比較

(4)木材流通や調達に関するサポートやアドバイス

(5)木造の耐震性、耐火性能等に関する正しい知識の普及及び技術的なアドバイス

(6)簡易設計・積算等の提案

２．対象施設

・公共建築物等（学校、社会福祉施設、病院・診療所、運動施設、社会教育施設、公営住

宅、庁舎、公舎、公共交通機関の旅客施設等）

・広く県⺠に利⽤される⺠間の⾮住宅建築物

３．支援費用

派遣の費用は無料です。電話による相談も受け付けます。

４．相談窓口（相談内容に応じてアドバイザーを選定します）

■⻑崎県建築⼠事務所協会 （担当 鈴木）

E-mail : info@nagasaki-jk.net

tel: 095-826-7010 fax: 095-826-7968

■⻑崎県林政課 森林活用班 （担当 白石 ）

E-mail : k-takada@pref.nagasaki.lg.jp

tel: 095-895-2988 fax: 095-895-2596

５．情報の取り扱いについて

（１） 支援の結果得られた情報については、公にされている事項を除き、第三者に漏らした

り、その他の目的に転用することはありません。

（２）支援の結果得られた個人情報については、⻑崎県個⼈情報保護条例に基づき適正に管

理し、第三者に漏らしたり、その他の目的に転用することはありません。
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